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3.3 優先領域の設定 

先のIEM促進の基本政策に基づく施策を効果的・効率的に実施するため、働きかけ、

またはサポートする対象について一定程度、絞り込んでおくことが必要である。そこ

で、環境分野、場所（汚染地域）、業種、IEMツールについて絞込みを検討する。 

3.3.1 優先する環境領域・場所 

産業活動によりマイナスの影響を受ける環境媒体として、大気、水、土壌等が挙げ

られ、産業活動に起因する環境負荷は、排ガス（温暖化ガスを含む）や排水、固形廃

棄物、さらに騒音・振動、悪臭等として排出される。 

本政策の重点とする環境領域は、特に汚染物質の環境への排出分野として捉える。

この対象とする排出分野で、まず重視すべきことは、健康リスクの大きな物質の管理

であり、次いで、生活環境上、また地球規模の環境上、重大な影響をもたらす汚染物

質の排出形態である。 

健康リスクの高さから考慮すべきは、有害廃棄物の排出、排水や排ガス、工程中か

らの廃溶剤（炭化水素）の気散である。また、地球環境上への影響では、二酸化炭素

やフロンの排出を考慮する必要がある。生活環境面では、工場からの有機排水、ばい

じん、産業廃棄物の排出が一般に大きな影響要因になっている。 

これらの内、地域について考慮しなければならないのは、生活環境への影響である。

これについては既に汚染が集中している地域は明らかになっている。 

今後、企業によるIEMの発展を重点的に進める対象は、上記の汚染物質の排出形態

を有し、特に生活環境に関しては、その汚染度の高い地域の業種の企業と対象として

いくことが必要である。 

3.3.2 優先する産業セクター 

質・量の両面において、環境への影響は業種により大きく異なる。フィリピンにお

ける過去の調査や既存のデータのレビュー、また、日本やその他の国々における経験

から、本調査では、次の指標の評価により優先産業セクターを特定した。 

• 大気汚染物質、水質汚濁物質、固形廃棄物（特に有害廃棄物）の排出量として、

定量化が可能な産業活動による環境影響 

• エネルギー、水、原料等の投入量、また、フィリピン国内で主に使われている

工程等、推計が可能な産業活動による環境影響 

 

さらに、中小企業による環境管理が重要なことから、優先産業における中小企業の

占める割合についても考慮した。 

産業に関するデータが限られていたため、本調査では各産業セクターに対して、幅

広くインタビュー及びアンケート形式により環境負荷の現状についての調査を行っ

た。既存のデータ及び今回実施した集計結果を分析し、次の19のサブセクターをIEM

推進の優先産業セクターとして選定した。 

• 飲料 

• セメント製造 

• 化学製品（産業用及び農業用） 

• ココナッツ･ミルク、精製、スピリッツ蒸留 
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• 化粧品 

• 電気メッキ及び金属表面処理  

• 食品加工（ツナ及び小規模食品加工）ガラス及びガラス製品機械及びツ

ール製造 

• 金属鋳物及び鍛造  

• オフセット印刷  

• 石油製品 

• 製薬 

• プラスチック及びゴム 

• パルプ及び製紙 

• 石鹸、洗剤、洗浄剤 

• 紡績、繊維、染色 

• 精糖 

• 木材関連産業 

 

3.3.3 優先する施策領域 

フィリピン政府の行政面及び財政面における脆弱性を考慮すると、IEMの推進を比

較的低コストで実施できる企業の自主的取組みを促進する施策、主に経営者・関係者

の意識及び能力の向上のための施策－情報普及が中心－が優先されるべきである。そ

の他は、既に援助機関の支援により行われているもの、今後、取組みが予定されてい

ることもあり、どれを優先するかを決定することは難しい。 

今後、重点的な施策の選択するにあたり、以下の基準を考慮するものとする。 

効果のある施策の選択のクライテリア 

• 企業の経営改善・競争力の改善と同時に環境投資が期待できること 

• 中小企業のIEM発展に資すること 

• ２～３年で成果が明確になり、かつ、成果が評価できる施策であること 

• 施策による大きな波及効果が期待できること 

• NGO・業界団体の自発的取組みが期待できること 

• 企業・団体・サービスプロバイダー・政府機関等のネットワークの形成

に資すること 

• 官民のパートナーシップ（PPP）の発展が期待できること 

• 進行管理ができること 

• 次のステップでの自立的な発展性に期待が持てること 

 

なお、IEMツールに関しては、取組みの視点によりさまざま領域があるが、企業の

IEMの発展段階を考慮して適用することが望まれる。フィリピンの企業の実態調査か

ら、その発展段階をイメージすると図 3.3.1に示すように、まずは環境負荷及びその

コストに係るデータ管理を実施すること（第1段階）、次いで、生産管理と廃棄物最

小化・CPの実践、同時にEMSの社内整備（第2段階）の順序を考慮するべきである。 

その他のIEMに関するツールは、次の第3段階で実践すべきものである。先進的な

企業は、この段階まで進めるべきであるが、現在、フィリピンで蓄積すべき段階は、

第２の段階であり、その意味ではIEM促進施策は、この段階を優先すべきである。 
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図 3.3.1  企業におけるIEMのステップアップ・イメージ 

 

 

3.4 IEM促進施策の展開方向 

以上の基本方針、重点分野の選定の方針に基づきフィリピンにおけるこれまでの

IEM推進の取組みについて総合的にレビューした上で、次の様にIEM推進施策の展開

方向を特定した。 

3.4.1 企業の自主的な取組みの促進施策 

（1） 経営者・関係者の意識及び能力の向上 

必要な情報を企業経営者に提供していくためには、実例等の効果的な情報を集める

こと、その情報に自由にアクセスできるようにすること、さらに、情報について詳し

く説明し、そのIEMの実践の効果を伝えセミナー等を提供することが主な施策にな

る。 

1） 情報センター機能・サービス内容の充実化 

まず、情報へのアクセスのためには、関連情報を体系化し、かつ、それにアクセス

できるような情報ネットワークが必要である。この点に関しては、政府機関では、

EMB/DENRはまだ自由には活用できないが一定のデータベース構築の実績があり、

また、ITDIでもCPに関するデータベース化が試みられている。一方、民間レベルで

は、環境NGOのPBEが、その情報提供機能を有してきた。この点について、本調査の

のパイロット・プロジェクトで、その情報センター機能を強化してきた。今後、PBE
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の情報センター機能の持続的な運営や、機能の拡大、情報コンテンツの充実化を支援

していくことが望まれる。 

2） IEMベストプラクティス情報の体系化 

企業経営者は、他の企業の動向についての関心が高い。個々の企業のIEM活動に関

する情報は、企業機密に関係するものが多いため、詳細を提供することは困難である

が、IEMの実施内容と得られた成果の概要を提供することは可能である。 

これまで個々のプロジェクトが行われるたびに、その情報が一部公表されている

が、その後、関係者に利用されやすい形では蓄積されていない。一般的なガイドライ

ンについてはDBPがセクター別にまとめたものがあるが、フィリピン企業の事例が入

れられているものではない。本調査のパイロット・プロジェクトの中で作成された廃

棄物最小化マニュアルにおいて、フィリピン企業の取組み経験が紹介されているが、

さらに発展させることが必要である。今後、さらに企業経営者の参考に資するように

するためには、セクター別の実践事例集を作成し、提供できるようにすることが望ま

れる。 

3） 先導的な役割を担う人材の育成 

経営者の外側から情報を提供しても、経営者がそれを真剣に受け止めるのは、通常、

難しいものである。しかし、信頼のできる人材からの経験に基づくアドバイスには耳

を傾けるものである。そのような、経営者の信頼を得られるIEM唱道者を育成してい

くことが重要である。これまでPCOや経営者等を対象にした1日セミナー等は多数開

催されているが、そのようなセミナーでは、この目的に適った人材を育成することは

できない。 

上記の目的に適った人材を育成するためには、系統立った質の高い内容のあるIEM

の研修コースを開発することが必要である。このような研修コースの開発のために

は、まず、そのコースを開発できる人材の育成から始めることが必要である。この場

合、海外の援助機関で既にそのようなコースがあり、そのコースに計画的に人材を送

り出し、その人材が得たノウハウを国内に還流できるようにすることが望まれる。 

（2） IEMの実践企業を増やしていくための施策 

1） 業界団体ごとの廃棄物最小化・CPを中心としたアクション・プランの作成 

IEMの実践を増やしていくためには、業界団体の役割が大きい。既に多くの業界団

体は、ビジネス・アジェンダ21の作成に参加し、IEMに係る枠組み作りをしているが、

具体の環境負荷の削減を目指したアクションにはなっていない。この点に関しては、

本調査の廃棄物最小化パイロット・プロジェクトで、食品加工、紙パルプ、化学、鋳

物の業界団体による廃棄物最小化のアクション・プランを作成した。このような、ア

クション・プランを他の業界団体でも作成し、業界内の企業に働きかけていくことが

望まれる。 

政府は、この様な業界団体ごとのまとまった取組みを促進するため、廃棄物最小

化・CPを中心としたIEMアクション・プランの作成を指導していくことが望まれる。 

2） IEM実践企業のグレードアップ化 

フィリピンのIEMを実践している企業の多くは、まだ高いレベル（図 3.3.1のⅢ段

階）には到達していないため、未だ、社会的な影響力を持つまでには至っていない。

IEMの発展のシナリオで示したように、IEMの実践レベルの高い企業を増やしていく
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ことが今後のフィリピンのIEM展開上、重要である。そこで、IEMのアクション・プ

ランを作成した業界に属する企業で、今後、高いレベルのIEMの実践が可能な企業を

ピックアップして、IEMの実践を発展させていくことが望まれる。 

（3） NGO・業界団体の強化支援 

NGO・業界団体は、IEM促進のための重要な主体であり、上記の施策の中心的な役

割を担うことになる。これらの団体は、資金、人材といった運営面での制約に常に悩

まされている。業界ごとのIEMアクション・プランの作成や実践企業を増やし、グレ

ードアップ化していくためも、業界団体の運営能力の強化が不可欠である。 

この点について業界団体ごとに解決することには無理があることから、運営面の代

行が可能なセンターを検討していくことが望まれる。 

3.4.2 法制度や政策面でのサポート 

（1） 規制緩和・自主規制 

上述したモニタリング及びデータ面における貧弱さのほかに、既存の規制は複雑で

また重複しているものが多い。多くの政府機関ではこの問題を認識しており、お互い

に調整を行うことにより改善を図ってきているが、さらに系統的な取組みが必要であ

る。課題としては以下の点が挙げられる。 

• 許可証の統合と簡略化（「施設許可証」「一箇所での申請」等） 

• 必要要件の公開および報告 

• SMEに対する銀行取引の条件に関する「障害」の削減 

 

これまで実施された調査において、上記の対策が推奨されている。これらの提言を

統合し、すでに実施された改善・改革をまとめ（例：PEZAとの単一許可証、企業が

EMSを実施した場合に法の施行を緩やかにする等）、さらに必要なもの、経済的、政

治的、行政的に実施可能なものを整理することが必要である。 

企業にとっては、EMSの認証や、エコラベルの実施、廃棄製品の引取り、自主基準

の選定やモニタリングの実施、周辺住民やLGUとの環境協定等、IEMの自発的な取組

みを推奨するインセンティブについては未だ確立されていない。この点は、DENRか

ら2003年6月にフィリピン環境パートナーシップ・プログラム（PEPP）の省令

（DAO2003-14）が出されたことにより、法的な枠組みが用意された。そこで、PEPP

を具体的に展開していくための検討と調整が必要となっている。 

（2） 新たな政策強化・制度化の推進 

今後、制度化すべき課題として次の様なものがある。 

• グリーン調達 

• リサイクル・プログラムの作成とリサイクル制度 

• 中小企業向け簡易版EMS規格 

• 資格（EMSの審査員）、自主規制する場合のPCO資格の発展 

• エコインダストリアルパーク 

 

これらの中で、BOIとしては、EMPOWERパイロット・プロジェクトの中で開始し

たグリーン調達や、エコロジカル廃棄物管理法にDTIの役割として規定されているリ

サイクル・プログラムの作成をまず優先的に検討する。簡易EMS規格、EMSの審査に
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ついても検討中である。また、エコインダストリアルパークについても、まずは、PEZA

の工業団地で検討することが望まれる。 

（3） IEM推進に関する政策調整 

企業のIEMを推進していく上では、EMB/DENR、LLDAの法規制、その他関係機関

による取組みの調整が必要である。そこで関係機関と、政策面での整合性、法規制に

よる阻害要因の解決、重複事項、インセンティブ利用率向上のための問題点解決のた

めの調整が不可欠である。 

3.4.3 経済的インセンティブ 

LLDAによる課徴金が有効な成果を上げていることが確認され、DENRは、排水課

徴金を全国的に普及することを決定している。一方、環境プロジェクトに対する財政･

資金的インセンティブの利用は低いものに留まっている。そこで次の二つの課題が挙

げられる。 

• 排水課徴金による排水負荷の削減の効果や徴収した課金の額の推定とその利

用状況の把握 

• 環境投資に対する特別の金融、投資減税制度等についての利用率の向上と、新

たなインセンティブ制度の検討 

 

前者については、特に課徴金による環境基金の設立と産業界のIEMの取組みへの支

援に還元できるような仕組みの検討が必要である。また後者では、利用率を上げるた

めの情報提供の工夫、適用条件の緩和、信用保証制度の検討等がある。 

したがって、まずは経済的なインセンティブについて、これまでの調査の成果も踏

まえ、総合的に今後のあり方を明らかにするための調査を実施し、その調査結果を下

に関係機関との調整と合意形成を図っていくことが求められる。また、特にBOI所轄

の経済的インセンティブの開発と、既存のインセンティブを使いやすくするための検

討が必要である。 

 

 



４ 産業環境マネジメント・アクションプラン 
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4 産業環境マネジメント・アクション・プラン（IEMAP） 

4.1 IEMAPの基本的枠組み 

4.1.1 背景と目的 

2000年現在、フィリピン国において産業部門（鉱工業、製造業、建設業及び電気・

ガス・水道業を含む）が国内総生産（GDP）に占める割合は約34％に達している。中

でも製造業は、産業部門におけるGDPの72％を占め、総雇用人口の10％に当たる280

万人を吸収するとともに、フィリピン国の輸出総額及び海外直接投資の9割を占める

重要な経済的役割を担っている。1997年に実施された「フィリピン国年次事業所調査」

によれば、製造業に従事している総事業所数は約11万5,700事業所であり、その内10

万1,000事業所が従業者数10人未満の小規模事業所により構成されており、10人以上

の事業所数は約14,700事業所である。一方、これらの製造業に携わっている事業所に

よる付加価値総額を見ると、総事業所数の1割強に過ぎない10人以上の事業所が総付

加価値額の97％を占めていることから、生産性や収益力の点で、両事業所間に大きな

格差が存在していることが推定される。 

表 4.1.1 フィリピン国製造業における大規模・小規模事業所の主要指標 

指標 大・中規模事業所 

（就業者数10人以上）

小規模事業所 

（就業者数10人未満） 

事業所数 14,700 101,000 

総従業者数 1,117,000 382,000 

総付加価値額 5,600億ペソ 170億ペソ 

 

フィリピン国の過去50年における人口の増大、都市化、工業化の進展は、自然資源

や環境への負荷を次第に高めてきており、国家経済及び社会の発展にとっても大きな

脅威となりつつある。 

これまでフィリピン国で実施されてきた調査は、工業部門における活動が大気汚染

や水質汚濁、固形有害廃棄物といった環境汚染の重要な要因の一つとなっていること

を指摘している。 

工業部門、特に発電、金属、化学工業の成長は硫黄酸化物（SOx） や窒素酸化物(NOx)、

揮発性物質（VCs）、その他有害物質の大気への排出により、特に発生源に近い工場

労働者や工場周辺住民の健康に影響を及ぼしている。 

工業排水（重荷畜産品加工、砂糖・ココナッツ油精製、紙・パルプ）による水質汚

濁への寄与度という点では、BOD負荷及びSS（soluble solids）といった指標で見た場

合、総負荷の20～30％に相当するものとなっているほか、有害物質の水系への流出と

いう点では、金鉱採掘（水銀）、皮革（クロム、硫酸）、肥料（リン、フッ素、硫酸）、

セメント（TOC、アンモニア）、金属工業（重金属、カリウム）が重要な発生源とな

っていることが推定される。このような環境汚染の現状及びそれによる健康への影響

について体系的に実施されている調査はフィリピン国にはないが、その影響は顕在化

している以上に深刻なものと推定される。 
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さらに、一般廃棄物及び有害廃棄物の適正な管理及び処理・処分システムの不在は、

海外企業からの投資意欲を鈍らせるとともに輸出製品のイメージや輸出競争力を低

下させる大きな要因となることも推測される。 

このような環境問題への対応策として、これまで関係政府機関やドナー、NGOの

支援を受けながら、産業環境マネジメントに係る様々な取組みが企業によって実施さ

れてきているが、フィリピン国では、政府の産業政策や企業の経営方針の中で、産業

環境マネジメントは未だ主流として位置付けられていない。企業間での産業環境マネ

ジメントに対する意識・認識にも大きな格差（特に大企業と中小企業、輸出産業と非

輸出産業間）が存在している。 

産業環境マネジメントに対する関係政府機関及び個別企業によるこのような対応

の遅れは、フィリピン国の持続可能な社会経済的発展にとって、次のような点におい

て大きな脅威となる可能性がある 

• 国民の健康リスクの増大とそれに伴う医療・保健に係る社会的費用の拡

大 

• 産業活動における環境への不十分な配慮による、フィリピン産業の国際

競争力の低下 

• 国内における不十分な環境行政及び環境管理体制による海外からの投資

の減退 

• 環境への不十分な配慮による、生産性向上と環境負荷削減を同時に達成

するような革新的技術の導入機会の喪失及び低下 

「フィリピン国産業環境マネジメント・アクション・プラン（IEMAP）」は、この

ようなフィリピン国の現状を受けて、フィリピン国貿易工業省投資委員会（BOI/DTI）

と JICAとの技術協力事業である「フィリピン国産業環境マネジメント調査

(EMPOWER)」の一環として、策定されたものである。 

そIEMAPの目的は、以下のものである。 

 

4.1.2 IEMAP策定の経緯 

IEMAPの策定にあたっては、EMPOWERプロジェクトのステアリングコミッティで

の検討に加え、政府機関、産業界、環境サービス・プロバイダー（ESP）、援助機関

などを対象とした円卓会議を6回開催し、公共及び民間によるIEMAPのオーナーシッ

プの醸成を図った。関係主体からは、IEMAPの枠組みや素案に対してIEM推進の課題

や問題点、優先的なアクションについての意見が出された。それぞれの円卓会議での

テーマ及び参加者から出された意見等は、Annex 4.1に収めている。 

 

産業活動における適切な環境管理・保全と工業生産性の向上を同時に達成し、これ

によって、フィリピン国産業の国際競争力を高めるとともに、持続可能な成長の推

進を図る。そのために、短期的な具体的な行動の目標及び指針を、以下のような点

について明らかにし、BOIによる産業環境マネジメントの推進政策を支援する。 

• 工業セクターにおける自立的な産業環境マネジメントの推進 

• 産業環境マネジメントを推進するための政策措置の強化・開発  

• 産業環境マネジメントの推進に向けた関係各主体の役割・責任の明確化
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4.1.3 IEMAPの対象範囲 

第3章「産業環境マネジメントの発展戦略」の第4節「IEM促進政策の展開方向」に

おいて示された３つの促進施策である「企業の自主的な取組みの促進施策」、「法規

制や政策面でのサポート」及び「経済的インセンティブ」を踏まえ、2003年～2005

年の3年間において実施すべき、次の３つのIEM優先行動計画（IEM Priority Action 

Plan）を策定した。 

（1） 自主的IEMの推進に係る行動計画 

（2） 法規制・政策によるIEM支援に係る行動計画 

（3） 経済的手法によるIEM支援に係る行動計画 

 

4.2 自主的IEMの推進に係る行動計画 

4.2.1 目的 

「自主的IEMの推進に係る行動計画」は、以下のことを目的とする。 

 

個別プログラムの具体的内容を以下に示す。 

4.2.2 IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

個別企業がIEMに係る具体的な行動を開始する上で、情報や知識の果たす役割は極

めて重要である。当調査が行った企業へのアンケート／ヒアリング調査において、産

業環境マネジメントを実施するうえで重要な障害となっている事柄として「財源の制

約」に次いで回答が多いのが、「IEMに関する情報や知識・ノウハウ」の不足である。 

上記のアンケート調査の中では、このような「情報・知識・ノウハウの不足」が「企

業内部における適切な知識を有する人材の不在」、「IEMの費用・便益等、企業側が

最も知りたい種類の情報の不足（情報の質の問題）」、「能力のある環境サービス・

プロバイダーの不在」等、様々な形で指摘されている。 

個別企業による産業環境マネジメント（IEM）に係る自主的取組みの普及・拡大を図

ることを目的として、官民のパートナーシップにより、以下のプログラムを実施す

る。以下のプログラムは、前章の「3.4.1 企業の自主的な取組みの促進施策」にお

いて示された課題に対応するためのプログラムとして、策定したものである。 

• IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム 

• IEM実践企業の普及・拡大プログラム 

• IEM普及のためのリーダー育成プログラム 

• IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム 
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しかし、当調査が行ったフィリピン国におけるIEMに係る取組みのレビューによれ

ば、廃棄物最小化やクリーナー・プロダクションの導入に係るマニュアルは、既に様々

な機関により作成され、公表されているものも存在するほか、実際のフィリピン国企

業による実施例に係る報告書等、他の企業にとっても有用と思われる様々な情報が国

内には蓄積されている。また、環境対策に対する融資等の資金支援や専門家による技

術支援サービス等も全く存在していないわけではなく、むしろ個別企業側に、このよ

うな情報あるいは情報源の存在が認識されていないことが、当調査を通じて把握され

ている。 

これらの情報あるいは情報源は、様々な政府機関あるいは民間の関係団体あるいは

援助機関等の間に、あるものは文書あるいは報告書の形で、またあるものは電子媒体

の形で分散しており、その管理状態も多種多様である。このような状況では、個別企

業にとっては、実際に必要とする情報にアクセスするまでに、相当の時間と手間を有

するものであるとともに、情報の質も多種多様なため、信頼できる情報を本当に得ら

れるか否かが極めて不明確な状態にある。 

このような点を踏まえ、「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」

は、多種多様な形で分散している情報を、その利用者となる企業のニーズを踏まえて、

加工・提供するとともに、有用な情報を保有している情報源とのネットワーク化の結

節点を形成することにより、日々変動するIEMに係る情報・知識・ノウハウを持続的

に企業に提供するための一括窓口（One Stop Shop）を構築することを目的に実施する

ものである。 

（2） プログラムの構成 

「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」の基礎となるのは、当調

査のパイロット・プロジェクトにおいて構築された「統合的IEM情報システム」であ

る。「IEMに係る情報・知識・ノウハウ」を企業に提供するためのOne Stop Shopとし

て、「統合的IEM情報システム」は、以下の２つの主要機能を有するものとする。 

1） IEM情報センター（IEM Information Clearinghouse） 

IEM情報センターは、国内外におけるIEMに関連する全ての情報を可能な限りユー

ザー・フレンドリーな形で加工し、提供することを主要機能とするウェブサイト上の

「IEM情報プラットフォーム」として位置付けられる。IEM情報センターにおける主

なコンテンツは、以下のものである。 

• IEMに関する出版物、報告書及び関連プロジェクト・ドキュメントのダウ

ンロード用ファイル及び関連サイトへのハイパーリンク 

• 環境法規制／政策関連情報（関連サイトへのリンク及びダウンロード用

ファイル集により構成） 

• IEM実施に係る各種融資制度（関連金融機関サイトへのリンク）及びその

他の経済インセンティブに関する情報（関連サイトへのリンク） 

• IEM技術検索データベース 

• 環境サービス・プロバイダー・リスト 

• 関連セミナー／ワークショップ／イベントのお知らせ 

上記の情報は、既に当調査のパイロット・プロジェクトにおいて設置された「IEM

知識ネットワークHP（http://www.iem.net.ph）」内に既に整備されている（詳細は第7

章及び関連のAnnex 7を参照のこと。）。 
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これらのコンテンツは、新たな情報の入手とともに随時内容の更新が行われ、全て

のユーザーが原則として無料でアクセス出来るレディーメイド（ready-made）の情報

として活用されるものとする。 

2） IEM照会システム（IEM Referral Services System） 

IEM情報センターがレディーメイドの情報提供を中心的な機能とするのに対し、

「IEM照会システム」は、ユーザーの個別ニーズに対応して、適切な情報パッケージ

の提供を行うことを目的とする、いわばオーダーメイドに基づく情報提供である。 

IEM照会システムは、所定のリクエスト・フォームに従って、ユーザーが必要な情

報をウェブ上で記入あるいは書面で提出し、それに応じてシステムの運営者がストッ

クとして持っている情報を加工し、回答するというシステムである。 

このシステムは、特定の技術・対策に係る情報を必要とするユーザーのみならず、

特定の技術・知識・ノウハウを有する環境サービス・プロバイダーからの顧客に関す

る問い合わせにも対応することとしており、その点では情報のユーザーとプロバイダ

ー、あるいは情報・技術ニーズとシーズのマッチングのための仲介役的な役割をこの

システムが果たすことを念頭に置いているものである。 

こ れ に 類 似 の シ ス テ ム と し て 、 現 在 「 IEM 知 識 ネ ッ ト ワ ー ク HP

（http://www.iem.net.ph）」内では、「廃棄物交換に係る情報交換サイト」が運営され

ており、このサイトでは、リサイクル資源のプロバイダーとユーザーがそれぞれ登録

を行い、ウェブ上でお互いのニーズをマッチングさせ、取引を行うことが可能となっ

ている。 

将来的にはIEMに係る技術・知識・ノウハウについても、これと同様な形でのウェ

ブ上での情報交換、ビジネス上の交渉・取引を推進出来るようなシステムを「IEM照

会システム」に導入することも視野に入れ、当システムの導入を進める。 

この他、上記の二つの主要機能を補完するために、次のような活動を、当プログラ

ムの中で実施することとしている。 

• IEMに関する関係主体の意識啓発及び異業種間交流のための各種活動（セ

ミナー／ワークショップの開催） 

• 情報パッケージの提供から、具体的なIEMに係る技術コンサルティング／

エンジニアリング・サービスや環境配慮型企業経営や環境法規制に関す

るコンサルティング等へのサービス事業範囲の拡大） 

次頁の図 4.2.1は、「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」によ

るIEMに係るサービスの全体像を図式的に示したものである。 
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Via Advocacy, Technical & Extension Service Programs 

(direct assistance, technical/financial consultation, mentoring, 
technology packaging, private-public partnership, regulatory 
compliance advisory service etc.) 

 
Via IEM Communication Outreach Programs  

(seminars, dialogues, demo projects/case studies) 

Via Referral Services 

(link to environmental service providers, investors, co-financing opportunities, 
student internship, partnerships) 
 

Via Information Clearinghouse 

(reference collections, publications, reports, archives, information dissemination 
activities) 

 

Note1:  *  Primary goals of the IEM Network 
 _ _Secondary goals 
Note2:  Quarterly review and enhancement of the IEM Information System through an Editorial Board  

 

図 4.2.1「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」の全体像 

 

 

TARGETS: 
 

IEM Information Users 
 
 
 

IEM Information Providers

• Information* 

• Matching Services* 

• Advocacy/Promotions 

• Empowering Services (referrals only)
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（3） プログラム実施計画 

以下では、前述した「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」の確

立に向けた3年間に渡る具体的な活動プログラムの実施のプロセスを以下に示す。 

1） プログラム実施体制の確立（想定実施期間：2.5ヶ月） 

プログラムの実施体制は、当調査の「IEM情報システム・パイロット・プロジェク

ト」の実施に際して構築された関係主体間の連携をベースとして構築されるものとす

る。実施体制の確立は、次のようなプロセスを経て実施されるものとする。 

1）－1 プログラム実施主体を構成する機関の選定及び役割分担の検討 

プログラムの実施主体を構成するのは、IEM情報の提供者及び利用者のそれぞれか

らの代表者あるいは機関から選定されるものとする。想定される構成機関及び役割

は、次のとおりである。 

表 4.2.1 「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」 

関係主体とその役割 

構成機関 想定される役割 

PBE ・ 「IEM情報システム・パイロット・プロジェクト」における「IEM情
報ウェブサイト」のサイト運営主体 

・ 当プログラムにおけるウェブサイトの運営主体としての役割を担う。

BOI/DTI ・ 当プログラム全体の事務局／コーディネーターとしての役割を担う。

・ IEM関連情報の提供主体（投資に係る優遇措置やIEM促進施策等） 

・ 工場立地等に係る各種許認可事項に関する情報の提供 

EMB/DENR ・ 環境法規制に係る情報の提供主体 

・ 環境法規制／基準の遵守等の各種許認可事項に関する情報の提供 

ITDI/DOST ・ IEMに係る技術／対策情報の提供主体 

・ 個別企業でのIEM実施に向けた工場診断等に係る技術的支援 

PEZA、LLDA ・ それぞれの所掌工業地域におけるユニークなIEMに係る取組み情報
の提供 

GFIs（DBP、LBP） ・ IEMの実施に対する資金支援メカニズムに関する情報の提供 

業界団体 ・ 業界団体あるいは個別企業におけるIEMに係る取組みの情報提供 

・ プログラムの運営に対するユーザー側の観点からの助言 

ESPs ・ 企業のIEM実施に対して提供可能な技術・サービスに関する情報提供

・ サービス提供者の視点からのプログラム運営に対する助言 

援助機関 ・ 自国における技術・知識・経験に関する情報提供及びそのための専門
家派遣 

・ プログラムの運営に対する技術・資金支援 

 

上表に示したような当プログラムに係る実施体制及び各機関・組織の役割分担を検

討するために、「プログラム設立準備会議」を上記の関係主体を中心とするメンバー

によって、最初に開催する。また、プログラムの実施に向けた各種文書及び資料を準

備・作成するための「作業部会」の設置が必要である。このような点を考慮し、「プ

ログラム設立準備会議」には、上記の関係機関より、準備会議委員及び作業部会メン

バーを含む最低限2名の代表者の参加が求められる。 

「プログラム設立準備会議」における主要な討議事項は、次のとおりである。 

• プログラムに対するそれぞれの主体の具体的なコミットメント（役割・プログ

ラム運営費用分担） 
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• プログラムの年次計画（初年度）の決定 

• 「IEM情報ウェブサイト」運営主体の決定 

• 関係主体によるプログラム設置趣意書（案）の作成 

 

上記の準備会議における検討・合意に基づき、各関係主体は、それぞれの機関の長

によるプログラムへの参加に対する正式な承認の手続きを行う。この承認の手続きを

経るために必要なプログラムの詳細に係る資料や合意文書等は、上記の「作業部会」

によって準備されるものとする。 

1）－2 プログラム設置に係る趣意書（合意文書）の作成・締結 

第2回「プログラム設立準備会議」を開催し、プログラムの実施における各関係主

体の役割を最終的に決定する。これに基づき、関係主体間の合意に基づく正式な「プ

ログラム設立趣意書（合意文書）」を作成するとともに、メディアを通じて公式発表

を行う。 

1）－3 プログラム実施体制の確立 

「プログラム設立趣意書」に対する関係主体の合意に基づき、「設立準備委員会」

の「プログラム監理委員会」としての正式な組織化及び「作業部会」の設置を正式に

定める。これを受けて、作業部会は初年度の「プログラム年次計画（活動計画及び資

金計画を含む。）」を作成するとともに、当プログラムの基本インフラとなる「統合

的IEM情報システム」の整備に関するワークショップを開催し、システム設計に関す

る検討を行う。 

2） 「IEM情報ウェブサイト」の設計・構築（想定実施期間：5ヶ月） 

「統合的IEM情報システム」の整備に関するワークショップの結果を受け、作業部

会は、「IEM情報ウェブサイト」の本格的な設計・構築を以下のようなプロセスで実

施する。 

2）－1 「IEM情報ウェブサイト」のデザイン及びコンテンツの検討 

作業部会は、必要に応じてコンサルタントや専門家の支援を受けつつ、ウェブサイ

トの設計及びコンテンツの検討を行う。ベースとなるのは、当調査のパイロット・プ

ロジェクトで設置されたウェブサイトであるが、さらにユーザーとなる企業や情報提

供者となる政府機関、環境サービス・プロバイダーの意見を踏まえ、サイト設計の見

直しを行うとともに、コンテンツについても提供される情報の内容を踏まえて、詳細

な検討を行う。また、サイトの質向上に必要なハードウエアあるいは新たなソフトウ

エアの導入の必要性についても検討を実施する。 

2）－2 サイト運営機種（ハードウエア／ソフトウエア）の選定 

ウェブサイトのデザイン及びコンテンツを踏まえ、それに適したハードウエア及び

ソフトウエアの選定を行う。 

2）－3 「IEM情報ウェブサイト」の設置及び運営開始 

選定・導入されたホスト・コンピューター上に「IEM情報ウェブサイト」を設置し、

運営を開始する。なお、運営に際しては、サイト管理運営マニュアルを作成し、トレ

ーニングを実施することを通じて、サイト管理運営に係る具体的な業務を明確な形で

オペレーターに伝える。 
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3） プログラムの顧客開発のための営業・業務開発活動（日常業務） 

当プログラムの持続的な運営を図っていくためには、システムの維持管理及びコン

テンツの更新等に要する費用を賄うための資金の確保が必要となる。資金の調達方法

としては、次のような形が想定される。 

• プログラムへの参加を会員制とし、年間会費を徴収する（例えば、情報

システムのコアとなるウェブサイト上の情報の一部へのアクセスを会員

限定とすることで、より有用な情報へのアクセスに対しては会員として

の参加を求める。）。 

• IEM照会システムのように顧客に対してオーダーメイドでの情報提供サ

ービスについては、一定のサービス料金を徴収する。 

• ウェブサイトを通じた情報提供サービスのみならず、個別企業に対する

IEMコンサルティングや、トレーニング・セミナー、ワークショップ等の

関連サービス業務の拡大を図る。 

上記のような方法については、サイト運営主体及び作業部会が中心となって検討

し、「管理委員会」の承認を得て、具体的な営業・業務開発活動を実施することがプ

ログラムの持続的な運営を進めていく上で必要である。この内容は、前述したプログ

ラムの年次計画の重要な内容を構成するものとなる。 

4） プログラム進捗状況の確認・評価会議 

プログラム開始後、4半期あるいは半年に1度の割合で、「プログラム監理委員会」

を開催し、プログラムの進捗・実施状況及び財務状況に関する報告及び評価会議を実

施する。会議に向けた報告資料は、サイト運営主体及び作業部会が中心となって準備

するものとする。当年度最終の会議では、年次報告を行い、次年度計画に向けた基本

方針を検討することとする。 

（4） 関係主体の役割 

「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」への関係主体の役割は、

前掲の表 4.2.1に示すようなものと想定しているが、ここで改めてこのプログラムの

実施における関係主体の役割を以下に示す。 

表 4.2.2 「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」 

実施関係主体の役割 

関係主体 役 割 

BOI/DTI ・ プログラムの統括管理主体 

・「プログラム監理委員会」及び「作業部会」の議長及び事務局機能
を果たす。 

・ 産業政策／産業開発投資政策面からのプログラム支援 

PBE ・ 「IEM情報ウェブサイト」の管理運営主体 

・ ウェブサイトを通じたプログラムの実施主体 

・ 「プログラム監理委員会」及び「作業部会」における議長及び事務
局に対する補佐的役割 

EMB/DENR ・ 環境法規制に係る情報源 

・ プログラムに対する環境法規制運用及び政策面からの支援 

・ ウェブサイト・ユーザーへの環境法令に対する相談業務 

ITDI/DOST ・ IEM技術全般に係る情報源 

・ サイト内のIEM技術に係るコンテンツ監修 

・ ウェブサイト・ユーザーからのIEM導入に対する相談業務 
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関係主体 役 割 

GFIs (DBP、LBP) ・ IEM技術の導入に対する資金源に係る情報源 

・ ウェブサイト・ユーザーからの資金調達に対する相談業務 

PEZA、LLDA ・ 所掌工業地域におけるIEMに係る取組みの情報源 

業界団体 ・ 産業界におけるIEMに係る取組みの情報源 

・ ユーザーの視点からのウェブサイトの監修／提言 

ESPs ・ IEMに係る技術・サービスの情報源 

・ 自社の保有技術／サービスのウェブサイトを通じた広報・宣伝 

 

上記の各関係主体は、当プログラムの「プログラム監理委員会」及び「作業部会」

のメンバーとなることをこのアクション・プランでは想定している。 

 

（5） プログラムの実施スケジュール（3年間） 

表 4.2.3 産業環境マネジメントに係る統合的情報システム整備・運用プログラム 

第1年次 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目 

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

プログラム実施計画 

1) プログラム実施体制の確

立 

 

           

 a) プログラム実施主体を

構成する機関の選定及

び役割分担の検討 

 

           

 b) プログラム設置に係る

趣意書（合意文書）の

作成・締結 

 

           

 c) プログラム実施体制の

確立  

 

          

2) 「IEM情報ウェブサイト」

の設計・構築    

 

        

 a) 「IEM情報ウェブサイ

ト」のデザイン及びコン

テンツの検討    

 

        

 a) サイト運営機種（ハード

ウエア／ソフトウエア）

の選定     

 

       

 b) 「IEM情報ウェブサイ

ト」の設置及び運営開始       

 

     

3) プログラムの顧客開発の

ための営業・業務開発活

動 

 

           

4) プログラム進捗状況の確

認・評価会議            

 

 

2.5ヶ月 

1ヶ月 

1ヶ月

1ヶ月

5ヶ月 

1ヶ月

2ヶ月 

1ヶ月 

日常業務 

0.5ヶ月
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（6） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方  

当プログラムは、まず「IEM情報ウェブサイト」を通じたレディーメイド及びオー

ダーメイドでのIEMに係る情報提供を主要サービスとして展開し、これに対するユー

ザーの反応及びニーズを把握・評価しつつ、サービス範囲を単なる情報提供から、「個

別企業に対するIEMに関する総合コンサルティング・サービス」、さらには援助機関

との連携による「IEMプロジェクト形成」へと業務・サービス範囲を拡大していくこ

とを基本的な発展方向と位置付けている。 

したがって、当面の業務を「IEM情報ウェブサイト」の管理運営を通じたプログラ

ムの実施に限定した場合、ウェブサイトのベースは既に当調査のパイロット・プロジ

ェクトを通じて設置されているため、必要となる追加費用は、ウェブサイト・オペレ

ーターの人件費及びコンピューター機器の維持管理を含めて年間１～2万ドル程度に

抑えることが可能と推定される。このための資金については、当プログラムの実施主

体となる各関係主体からの分担金によって賄うこととし、更なる業務・サービスの拡

大を図る場合には、利用者からの料金徴収等の方向を検討することが必要となる。ま

た、「IEM情報ウェブサイト」への企業によるアクセスが増加・安定することにより、

サイトへの広告に対する需要が高まる可能性があると推定されるため、このような広

告掲載に対して料金を徴収することも検討すべき事項である。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」では、当アクション・プ

ランで掲げられている他の優先行動計画の実施状況及びその成果等も、「IEM情報ウ

ェブサイト」の重要なコンテンツの一つとなるため、アクション・プラン全体の情報

／PRセンター的な機能を有することが期待される。 

また、ウェブサイトを通じて得られる利用者のニーズに係る情報は、今後IEM推進

に係る新たな政策立案を行うための重要な支援ツールともなることが期待される。 

中長期的にはこのような将来的展開を考慮しつつ、プログラムの運営を図っていく

ことが重要である。 

4.2.3 IEM実践企業の普及・拡大プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

当調査においては、パイロット・プロジェクトとして四つの業種（食料品加工、化

学、紙・パルプ、鋳造業）から選定された４企業による「廃棄物最小化」活動が実施

された。この活動を通じて四つのモデル企業は、「廃棄物最小化」のメリットを実際

に体験し、産業環境マネジメントの環境のみならず生産性向上という点からの重要性

を充分に認識するに至っていると推定される。 

「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」は、この「廃棄物最小化」活動に見られ

るような「産業環境マネジメント」に係るモデル事業の普及・拡大を通じて、その環

境面でのメリット及び必要性のみならず、生産性効率化すなわち生産原価の削減を通

じた経済収益面でのメリットを個別企業に実体験してもらい、産業環境マネジメント

意識の向上及びその普及を図ることを目的に実施するものである。「IEM実践企業の

普及・拡大プログラム」では、当調査でパイロット事業を実施した4企業を含め、3

年間で10の産業業種を対象とする40企業によるIEMモデル事業の実施を目標とする。 



フィリピン国産業環境マネジメント調査(EMPOWER) 国際協力事業団 

４．産業環境マネジメント・アクション・プラン (IEMAP)  エックス都市研究所 

 4-12

（2） プログラムの構成 

第3章での現状分析からも明らかなように、フィリピン国におけるIEMの実施レベ

ルには、企業間で大きな格差が存在している。IEMに係る取組みのヒエラルキーは、

以下の図 4.2.2のように示されるが、国内市場を相手とするフィリピン国の多くの中

小企業は、現段階においても、図 4.2.2の最も下位のレベルに位置付けられる「Good 

Housekeeping」が適切に実施できていない状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2 IEMに係る取組みのヒエラルキー 

 

一方、外資系企業や製品の輸出を通じて「国際市場」における競争にさらされてい

る企業に対しては、適正なIEMに対する市場からの要求も強く、かつより高い生産性

を通じた価格競争力が求められるため、IEMの実施レベルも高い段階にある企業が多

い。 

従って、当プログラムでは中小企業を中心としてIEMの実施レベルが低い段階にあ

る企業に対して、生産・工場管理を中心とする「Good Housekeeping」及び「廃棄物

最小化・物質フロー管理」の推進・普及を図ることを通じて、IEMの経済的メリット

の正しい認識を企業経営者に広めるとともに、フィリピン国全体のIEMレベルを上げ

ることを第一の優先事項とする。 

次いで、既に上記の段階に達した企業に対して、更なるIEMに係る取組みのレベ

ル・アップを図るとともに、これらの企業が有しているIEMのノウハウを同業他社に

移転していくための活動の実施を第二の優先事項として当プログラムでは位置付け

ている。 

以下では、この二段階にわたるIEM実践企業の普及・拡大プログラムの実施計画に

ついて述べる。 

 

Good HousekeepingGood Housekeeping
((Regular recordRegular record--keeping of raw materials, energy and utility consumption, produckeeping of raw materials, energy and utility consumption, production output tion output 

For proper assessment of productivity)For proper assessment of productivity)

Waste Minimization Waste Minimization 

thru. Material Flow Managementthru. Material Flow Management

Production Process ChangeProduction Process Change
(including also on(including also on--site reuse of materials, change in input materials, etc)site reuse of materials, change in input materials, etc)

EMS/EMP/ECAEMS/EMP/ECA
((EnvEnv. Mgt System/Plan/. Mgt System/Plan/EnvEnv. Cost Accounting). Cost Accounting)

Product life cycle managementProduct life cycle management
(Design for Environment, LCA)(Design for Environment, LCA)

Good HousekeepingGood Housekeeping
((Regular recordRegular record--keeping of raw materials, energy and utility consumption, produckeeping of raw materials, energy and utility consumption, production output tion output 

For proper assessment of productivity)For proper assessment of productivity)

Waste Minimization Waste Minimization 

thru. Material Flow Managementthru. Material Flow Management

Production Process ChangeProduction Process Change
(including also on(including also on--site reuse of materials, change in input materials, etc)site reuse of materials, change in input materials, etc)

EMS/EMP/ECAEMS/EMP/ECA
((EnvEnv. Mgt System/Plan/. Mgt System/Plan/EnvEnv. Cost Accounting). Cost Accounting)

Product life cycle managementProduct life cycle management
(Design for Environment, LCA)(Design for Environment, LCA)
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（3） プログラム実施計画 

1） 「Good Housekeeping／廃棄物最小化／物質フロー管理」デモンストレーシ

ョン事業の実施 

「Good Housekeeping／廃棄物最小化／物質フロー管理」デモンストレーション事

業については、アクション・プランの計画期間3年間で、10の産業業種を対象として、

全体で36の企業について実施することを目標とする。その内訳は、以下の表に示すと

おりである。 

表 4.2.4 デモンストレーション事業の実施内容 

業 種 デモンストレーション事業実施企業（目標） 

EMPOWER調査において、「廃棄

物最小化」パイロット・プロジェク
トの対象となった4業種 

（紙・パルプ、化学、食品加工、鋳
物） 

各業種について、さらに3企業づつ、デモンストレーシ

ョン事業を3年間で実施する。 

（毎年各業種1企業ずつ実施） 

新規業種（優先産業業種から6業種

を新たに選定） 

各業種について、向こう3年間で4企業ずつ、デモンスト

レーション事業を実施する。 

 

具体的なデモンストレーション事業は、以下のようなプロセスで実施されるものと

する。 

1）－1 デモンストレーション事業対象業種の選定（想定実施期間：1.5ヶ月） 

当アクション・プランにおいて優先産業業種に指定されている19業種から、

EMPOWERの「廃棄物最小化パイロット・プロジェクト」を既に実施した4業種を除

いた15業種から、計画期間中にデモンストレーション事業を実施する6業種を、以下

の段階を通じて選定する。 

表 4.2.5 「Good Housekeeping／廃棄物最小化／物質フロー管理」 

デモンストレーション事業対象業種選定プロセス 

第1段階 「第1回対象業種選定会議」の開催 

（会議メンバー：BOI/DTI、EMB/DENR、ITDI/DOST、業界団体、PBE） 

・この会議において、対象業種6業種の選定を行う。 

第2段階 選定された6業種の業界団体によるデモンストレーション事業実施企業の選定（企

業の選定に際しては、対象企業の経営者による合意を要件とする。） 

第3段階 デモンストレーション事業実施に際しての上記会議各メンバー機関による機能・役
割の検討。 

 

第4段階 「第2回対象業種選定会議」の開催 

・選定された6企業を含めた討議による各関係主体の役割・負担の検討・合意 

 

1）－2 デモンストレーション事業実施のためのトレーニング・プログラムの準備

（想定実施期間：1ヶ月） 

デモンストレーション事業の実施に向け、事業の実施主体となる個別企業の担当者

へのトレーニングを実施するためのプログラムを以下のプロセスにしたがって策定

する。 
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表 4.2.6 個別企業担当者トレーニング実施プログラムのプロセス 

第1段階 「トレーニング・プログラム作業部会」の設置とプログラム資料（教材）の準備

第2段階 トレーナー育成を担う専門家の選定（国内及び海外の専門家を含めて検討する。）

第3段階 プログラム実施のためのロジスティックの準備 

 

1）－3 トレーナー・トレーニングの実施（想定実施期間：1ヶ月） 

デモンストレーション事業実施対象企業の担当者に対するトレーニングを実施す

る専門性を持ったトレーナーは、フィリピン国内には非常に限られていると推定され

るため、まずこのようなトレーナーを育成するためのトレーニングが必要である。こ

のプログラムでは、このようなトレーナーの育成を、「海外におけるグループ研修」

か「あるいは海外からの専門家の現地派遣による国内でのグループ研修」のいずれか

あるいは両方の方法によって実施する。 

1）－4 デモンストレーション事業実施企業に対する「トレーニング・ワークショ

ップ」の開催 

モデル事業の対象として選定された企業を対象として、訓練を受けたトレーナーに

よる「廃棄物最小化」の実施方法に関するトレーニング・ワークショップを開催する。 

1）－5 個別企業によるデモンストレーション事業の実施（想定実施期間：7.5ヶ月） 

個別企業（工場）における「デモンストレーション事業」を、以下のプロセスで実

施する。 

表 4.2.7 個別企業（工場）「デモンストレーション事業」プロセス 

第1段階 工場オペレーションの事前アセスメント 

• 個別企業における「アセスメント・チーム」の設置 

• 生産プロセスのライン毎の分割 

• 全体のプロセス・フローの作成「トレーニング・プログラム作業部会」の設置

とプログラム資料（教材）の準備 

第2段階 マテリアル・バランス分析 

• 生産プロセスにおけるインプット（投入）及びアウトプットの定量化 

• マテリアル・バランスの分析 

第3段階 廃棄物最小化オプションの検討 

以下のような廃棄物最小化オプションを経済的、技術的なフィージビリティ及
び環境保全や生産性向上への効果という点から評価・検討する。 

• 省エネルギー（エネルギー利用効率化） 

• 水利用効率化 

• 原料利用の効率化 

• 工場内の資源再利用・リサイクル 

第4段階 個別企業における「廃棄物最小化アクション・プラン」の策定 

以下のような内容から構成される「廃棄物最小化アクション・プラン」を策定
する。 

• 定量化可能な目標の設定 

• 採用される技術あるいは活動とその導入・実施によって推定される効果 

• アクション・プランの実施に要する費用 

アクション・プランの実施スケジュール 
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第5段階 廃棄物最小化アクション・プラン実施ワークショップの開催 

個別企業による「廃棄物最小化アクション・プラン」の策定を受けて、モデル

事業対象企業によるワークショップを開催し、個別のアクション・プランに関す

る相互の情報交換を行うとともに、専門家によるアドバイスを受け、必要な修正・
追加を行う。 

第6段階 廃棄物最小化アクション・プランの実施 

個別企業は、アクション・プランに基づいて活動を実施するとともに、その効

果を記録し、レポートをとりまとめる。 

第7段階 「廃棄物最小化アクション・プラン」評価ワークショップの開催 

個別企業は、アクション・プランの実施結果の報告を通じて、同業種の他企業

への経験移転を実施するとともに、今後の改善点等について、専門家によるアド
バイスを受ける。 

 

「Good Housekeeping／廃棄物最小化／物質フロー管理」デモンストレーション事

業は、上記の7段階を約7.5ヶ月間で実施するものと位置付ける。 

 

2） IEMレベル向上及び普及・拡大プログラム 

企業自身の自主的取組みあるいはEMPOWERのパイロット事業や当プログラムで

の「デモンストレーション事業」を通じて、IEMの実施レベルを「廃棄物最小化及び

物質フロー管理」の段階まで向上させた企業については、そのレベルの更なる向上が

望まれるとともに、同業他社への技術・知識・ノウハウの移転を推進することにより、

IEMの実施レベルを業界ぐるみで向上させていくことが望まれる。 

そこで、「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」の一つとして、「IEMレベル向

上及び普及・拡大プログラム」を前述の「デモンストレーション事業」後の発展型と

してここで位置付ける。その主な内容は次のものである。 

2）－1 デモンストレーション実施企業による、より高度なIEM技術への取組み 

EMPOWERにおいて「廃棄物最小化パイロット・プロジェクト」を実施した4企業

及び「デモンストレーション事業」を通じて「廃棄物最小化及び物質フロー管理」の

IEMレベルにまで達した企業に対して、さらに高次のIEMレベルに向けた取組みを推

進する。より高次なIEMに係る取組みとしては、次のようなものが想定される。 

• 生産プロセス転換等によるダイナミックなCPの導入 

• 環境会計（Environmental Cost Accounting）、環境管理システム（EMS）、

環境自主行動計画、企業環境報告書作成等の先進的な環境自主行動の実

施 

• 製品のライフサイクル・アセスメント（LCA）や環境配慮設計（Design for 

Environment: DFE）等の生産プロセスあるいは工場内部での環境配慮か

ら、その上流部分（製品設計、原料調達等）及び下流部分（製品利用・

廃棄）にも配慮したIEMの実施 

2）－2 デモンストレーション実施企業から他企業へのIEM技術・知識・ノウハウ

の移転 

デモンストレーション事業を実施した企業に対しては、それを通じて得た技術・知

識・ノウハウの他企業への移転を積極的に図ることにより、IEMのフィリピン企業内

への普及・浸透に具体的な貢献をなすよう求める。デモンストレーション事業を実施

した企業の担当者は、既にそれを通じて重要な技術・知識・経験を蓄積しており、フ
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ィリピン国内におけるIEM普及・発展を担う重要な人的資源である。したがって、デ

モンストレーション事業を実施した企業が中心的な担い手となって、業界全体のIEM

実施レベルの底上げを行うことが求められる。 

 

（4） 関係主体の役割 

「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」における関係主体の役割は、以下の表に

示すとおりである。 

表 4.2.8 「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」関係主体の役割 

関係主体 役 割 

BOI/DTI ・ プログラムの統括管理主体 

・ 「対象企業選定会議」の議長及び事務局機能を担う。 

・ 産業政策／産業開発投資政策面からのプログラム支援 

・ デモンストレーション事業のオルガナイザー 

・ 企業の組織化（又は業界団体の活動の活性化）への支援 

ITDI/DOST ・ デモンストレーション事業の実施に際しての技術アドバイス 

・ 「トレーナー・トレーニング」のレクチャラー候補 

・ より高度なIEM技術・施策導入への支援 

EMB/DENR ・ プログラムに対する環境法規制運用及び政策面からの支援 

GFIs (DBP、LBP) ・ デモンストレーション事業及びより高度なIEM技術・施策の自主的導
入に対する資金面からの支援 

業界団体 ・ デモンストレーション事業及びより高度なIEM技術・施策の自主的導

入に係る業界内でのとりまとめ及びリーダーシップ 

デモ事業実施企業 ・ 業界内でのIEM導入／普及推進企業としての役割 

・ デモ事業実施後は、新たなデモ事業実施のためのトレーナーとして
の役割を果たす。 

ESPs 

（環境サービス・プ
ロバイダー） 

・ デモンストレーション事業実施に際しての企業への技術的アドバイ

ス（ITDI/DOSTと共同） 

・ 「トレーナー・トレーニング」のレクチャラー候補 

・ より高度なIEM技術・施策の実施に対するコンサルティング／サービ

ス提供 
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（5） プログラムの実施スケジュール 

表 4.2.9  IEM実践企業の普及・拡大プログラム 

第1年次 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

プログラム実施計画 

1) 

「Good Housekeeping／

廃棄物最小化／物質フ

ロー管理」デモンストレー

ション事業の実施 

 

           

 
a) デモンストレーション

事業対象業種の選定 

 

           

 

b) デモンストレーション

事業実施のためのトレ

ーニング・プログラム

の準備  

 

          

 
c) トレーナー・トレーニ

ングの実施   

 

         

 

d) デモンストレーション

事業実施企業に対する

「トレーニング・ワー

クショップ」の開催    

 

        

 

e) 個別企業によるデモン

ストレーション事業の

実施     

 

       

2) 
IEMレベル向上及び普

及・拡大プログラム 

 

           

 

a) デモンストレーション

実施企業による、より

高度なIEM技術への取

組み 

 

           

 

b) デモンストレーション

実施企業から他企業へ

のIEM技術・知識・ノウ

ハウの移転 

 

           

 

（6） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」の実施に要する費用を、当アクション・

プランでは表 4.2.10のように概算している。 

表 4.2.10 IEM実践企業の普及・拡大プログラム費用概算 

単位: USドル 

行動／費目 量 原単位 総費用 

IEM デモンストレーション事業(10業種

40企業を対象) 

  260,000

（１）トレーナー・トレーニング費用 10名のトレーナー 

(各業種1名) 

4,000 40,000

（２）デモンストレーション事業（40企業／工場） 220,000

 a. 工場診断トレーニング 40 名（各企業1名） 500 20,000

 b. デモ事業 40 企業 5,000 200,000

1.5ヶ月 

1ヶ月 

1ヶ月 

0.5ヶ月

7.5ヶ月 
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計画期間3年間での総費用は概算で26万ドルとなっている。この中に含まれている

のは、10セクター40企業を対象とする「デモンストレーション事業」に要する費用で

あり、その後の高度なIEM技術・施策の導入及び他企業への技術移転に要する費用は

含まれていない。これらの活動は、原則として企業あるいは業界による自主的取組と

して実施されることを念頭に置いているためである。 

１企業当たりの「デモンストレーション事業」実施費用はトレーナーのトレーニン

グ費用を含めると、6,500ドルと見積られる。この費用の負担方法については、事業

の対象企業の多くが資金力に乏しい中小企業となる可能性が高いことから、まず政府

あるいは援助機関による資金支援の可能性が追求されるべきである。 

さらに、デモ事業の対象となる業種の業界団体のメンバーで等分の負担を行い、そ

の一方で実際にデモ事業を行う企業に対しては、その技術・知識・経験を、情報とし

て業界内の他の企業に提供することを義務付けていくという方法も想定されよう。個

別企業による全面的な費用負担は、中小企業の資金力からみて困難であるのみなら

ず、その後の業界内でのIEM普及を念頭に置いた場合、望ましい費用負担の方法では

ないと考えられる。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」の実施は、まず「IEMデモンストレーシ

ョン事業」の実施を通じて、10業種40企業における「Good Housekeeping及び廃棄物

最小化／物質フロー管理」の普及・定着をもたらすとともに、これらの企業による他

企業への技術・知識・ノウハウの移転を通じて、フィリピン企業のIEMレベルの底上

げを進める効果が強く期待される。 

さらに、デモ事業を通じて、IEMの企業にとってのメリットの認識が高まることに

より、さらに高次のIEMへの発展も期待される。ただし、その実施に要する初期投資

費用が大きいものについては、政府による資金面での支援や実施に対するインセンテ

ィブの導入が必要となる場合も存在すると考えられるため、この側面については適切

な政策的支援が要求される。 

 

4.2.4 IEM普及のためのリーダー育成プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

当調査において実施した企業調査においては、特に経営者レベルでの環境意識レベ

ルが、企業のIEM実施レベルに重要な影響を及ぼしていることが明らかにされてい

る。一方、IEMについては、これまで様々な援助機関によって個別企業を対象とする

クリーナー・プロダクションやEMSの導入に係るモデル事業が数多く実施されてきて

いるが、その多くは対象とした企業限りのものとなっており、業界ぐるみでのIEMへ

の大きな動きを十分に形成するには至っていない。現在まで数多く実施されてきてい

る関連セミナー／ワークショップにも出席するのは特定の関心ある企業に限られて

おり、情報及びIEMの取組みレベルにおいて、業界間でも大きな格差が生まれている。 

一方、行政サイドのIEMに対する意識・取組みにおいても、政府機関の間及び特定

の政府機関内でも大きな格差が見られ、共通認識に基づくIEMに対する政策的支援が

十分に実施できない状況にある。 
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このような状況を打破し、フィリピン国におけるIEMの普及・定着を図るためには、

公共・民間のそれぞれのセクターにおいて、産業環境マネジメントの推進主体となる

オピニオン・リーダーを育成し、フィリピン国のIEMを政府・民間のパートナーシッ

プにより強力に牽引していくような人材強化が必要と考えられる。そこで「IEM普及

のためのリーダー育成プログラム」では、前述の「IEM実践企業の普及・拡大プログ

ラム」との連携を図りながら、まず企業サイドでの人材育成として、10の産業業種に

おけるIEMに係るオピニオン・リーダー育成のためのプログラムを実施することを目

的とする。 

（2） プログラムの構成と実施計画 

「IEM普及のためのリーダー育成プログラム」は、「リーダー育成のための研修プ

ログラム」と「研修を受けたリーダーによる個別業界でのIEM普及活動」から構成さ

れる。それぞれのプログラムの実施計画を以下に示す。 

1） リーダー育成のための研修プログラム 

リーダー育成のための研修プログラムは次のようなプロセスで実施することとす

る。 

1）－1 プログラム監理委員会及び作業部会の設置 

プログラムの実施にあたり、関係政府機関及び民間企業等の代表者から構成される

「プログラム監理委員会」を設置するとともに、プログラム事務局としての機能を有

する「作業部会」を立ち上げる。「プログラム監理委員会」及び「作業部会」のメン

バーは、「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」のメンバーと同じ関係機関・主体

によって構成されるものとする。 

1）－2 リーダーの選定 

「プログラム監理委員会」が中心となって、リーダー研修を実施する対象となるリ

ーダーの公募・人選を次のような段階を踏んで実施する。リーダー候補は、産業界か

ら選定されるものであるが、前述した「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プ

ログラム」や「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」に積極的に参画している企業

あるいは業界団体は、その重要な候補となると推定される。 

表 4.2.11  IEM普及のためのリーダー選定の段階 

第1段階 IEMリーダーの公募 

様々なメディアを通じて、オピニオン・リーダーを広く公募するための情報資料

を準備し、公募を行う。応募要綱には、必要な資格、経験等の要件を明記すると

ともに、オピニオン・リーダーとなることによるアドバンテージ（トレーニング、
ビジネス機会）等を示し、積極的な応募を推進する。 

第2段階 リーダーの選定と正式委任 

「プログラム準備委員会」は、選定のための明確かつ透明な選定基準の設定に

基づいて、リーダーの選定を実施する。 

なお、一般公募に対する応募が不足した場合に備えて、モデル事業等、IEMAP

の他のプログラムへの協力機関や企業に対してもリーダー候補の選定を依頼し、
適切な人材が選定されるように、適切な配慮を行うものとする。 

 リーダーの選定の終了に伴い、「プログラム準備委員会」より正式なリーダー

の任命を行う。 
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1）－3 リーダー研修の実施 

産業環境マネジメントのコンセプト、手法、関連技術、ベスト・プラクティス等に

関する包括的な経験・ノウハウ移転を実施するためのリーダー研修を実施する。 

また、ドナーの協力が得られる場合には、海外におけるより先進的な環境マネジメ

ント（クリーナー・プロダクション、サプライ・チェーンのグリーン化、環境会計、

ライフサイクル・マネジメント等）に関する具体事例に基づくリーダー研修を実施す

ることとする。 

研修の最終的な成果として、各リーダーは、産業環境マネジメントの普及に向けて

どのような活動を実施するかに関する具体的なアクション・プランの策定を求めるこ

ととする。 

2） リーダーによる個別業界での普及活動 

研修を終了した各リーダーは、研修の成果として各自が策定した「産業環境マネジ

メント普及アクション・プラン」に基づいて、それぞれが属する業界団体における普

及活動（セミナー・ワークショップ等）を実施する。 

また、普及活動開始から半年程度の期間をおいて、リーダーが一同に会し、普及活

動成果のレビュー・評価ワークショップを開催し、今後のフォローアップのあり方や

改善点について情報交換及び検討を実施する。 

上記のようなプロセスの成果を踏まえ、他の業種による更なるリーダーの育成を引

き続き図る。 

（3） 関係主体の役割 

「IEM普及のためのリーダー育成プログラム」における関係主体の役割を、以下の

表に示す。 

表 4.2.12 「IEM普及のためのリーダー育成プログラム」関係主体の役割 

関係主体 役割 

BOI/DTI ・ プログラムの統括管理主体 

・ 「プログラム監理委員会」の議長及び事務局機能を担う。 

・ リーダー研修プログラムの運営 

ITDI/DOST ・ リーダー研修のレクチャラーとしての役割（IEM技術面） 

EMB/DENR ・ リーダー研修のレクチャラー（IEM関連法規制） 

GFIs (DBP、LBP) ・ リーダー研修のレクチャラー（IEM関連資金措置） 

業界団体 ・ リーダーの派遣 

・ 研修後のリーダーによる業界ベースでの普及活動の支援 

デモ事業実施企業 ・ リーダーの有力候補 

ESPs ・ リーダー研修のレクチャラー（IEM技術面） 

援助機関 ・ リーダー研修員の受け入れあるいは研修への専門家派遣 
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（4） プログラムの実施スケジュール 

表 4.2.13 産業環境マネジメント・オピニオン・リーダーの育成 

第1年次 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

プログラム実施計画 

1) 

産業環境マネジメン

ト・オピニオン・リーダ

ーの選定 

 

           

 

a) 産業環境マネジメ

ント・オピニオン・

リーダーの公募             

 
b) リーダーの選定と

正式委任  

 

          

2) リーダー研修の実施
  

 

         

3) 
産業環境マネジメン

ト普及活動の実施    

 

        

4) 

普及活動成果のレビ

ュー・評価ワークショ

ップの開催        

 

   

 

 

（5） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

「IEM普及のためのリーダー育成プログラム」に要する費用は、次のように概算さ

れる。 

表 4.2.14 「IEM普及のためのリーダー育成プログラム」費用概算 

単位: USドル 

行動／費目 数量 単価 費用 

IEM普及のためのリーダー育成プログラム 58,000

 (1) リーダー研修 3 回 6,000 18,000

 (2) リーダーによる個別業界でのセミ

ナー等 

10回 3,000 

(3日間) 

30,000

 (3) 評価セミナー等その他会議費 10回 1,000 10,000

 

10業種におけるリーダー育成及びリーダーによる初年度のIEM普及活動費用を含

めた総費用は、3年間で58,000ドルと試算されている。したがって、リーダー一人当

たりの育成・活動費用は5,800ドル／年である。 

なお、ここにはリーダー研修に対して海外からの専門家を招聘する費用あるいは研

修自体を海外で実施する費用は含まれていない。産業環境マネジメントに関連する援

助機関による研修支援事業としては、現在JICAが実施している「クリーナー・プロダ

クション研修業務」があり、この支援を得ることが出来れば、海外におけるより先進

的なリーダー研修の実施も可能である。 

また、ここでは研修リーダーによる具体的な普及活動に対する報酬が費用に含まれ

ていない。これについては原則としてプログラム経費として関係主体が負担を行う

2.5ヶ月 

1ヶ月 

1ヶ月 

1ヶ月 

8.5ヶ月 

0.5ヶ月 0.5ヶ月
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か、あるいはリーダーによるセミナー／ワークショップの実施に際して、参加者が一

定の資金負担を行う形で実施すべきものと想定される。リーダーによって開催するセ

ミナー等に要する費用についても、原則としては、参加者・参加企業負担とし、必要

に応じて個別業界団体が資金面での支援を行うことが望ましい。参加者及び参加企業

による自己負担は、トレーニングに対する主体的な参加意識を高める上で重要であ

り、全てを第三者が資金的に支援することは、参加者・参加企業の積極的な参加ある

いは、学ぼうとする意識を高める上で障害となる可能性もあるため、一定の自己負担

は必要と考えられる。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

「IEMリーダーの育成プログラム」は、前述の「IEM実践企業の普及・拡大プログ

ラム」を補完するプログラムとして位置付けられる。フィリピン国内には、IEMの取

組みに係る先進企業が少なからず存在するものの、そのような企業が保有している技

術・知識・ノウハウから、より根本的な経営理念が他企業との間で適切に共有されて

おらず、これが企業全体の取組みのレベル・アップを妨げている大きな要因となって

いる。「IEM実践企業の普及・拡大プログラム」において「デモンストレーション事

業」を実施した企業は、他企業への普及・拡大を進めるための重要な人的資源である

が、このような企業以外にも、既に高いレベルでのIEMを実施している企業は、外資

系企業を中心にフィリピン国内に存在している。このような企業をIEMリーダーとし

て登用することにより、IEMのフィリピン国における普及・拡大はより促進されるこ

とが期待される。 

 

4.2.5 IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

当調査における現況把握から明らかにされたように、フィリピン国内では、これま

でのIEMに関係する様々な取組みを通じて、クリーナー・プロダクションやEMS等の

IEMに係る詳細な技術・知識・ノウハウが報告書やマニュアル等の形で、複数の業種

についてまとめられてきている。しかし、これらの情報は当該事業あるいは活動を実

施した公共／民間の機関の中に埋もれていたり、利用可能な形での保存がされていな

かったりするために、その適切な利用を個別企業が図ることが困難な状況にある。 

そこで、「IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム」では、これま

でのフィリピン国におけるIEMに係る取組みを通じて蓄積されている情報・知識・経

験・ノウハウをベースとして、産業環境マネジメントのベスト・プラクティスを集め

たマニュアルを作成し、個別企業における産業環境マネジメントの実施に向けた具体

的指針を提供することを目的とし、計画期間の3年間で10の産業業種について、この

マニュアルを作成する。 

 

（2） プログラム実施計画 

「IEMベスト・プラクティス・マニュアル」は、次のような段階を踏んで作成され

るものとする。 



フィリピン国産業環境マネジメント調査(EMPOWER) 国際協力事業団 

４．産業環境マネジメント・アクション・プラン (IEMAP)  エックス都市研究所 

 4-23

表 4.2.15 「IEMベスト・プラクティス・マニュアル」作成プロセス 

第1段階 マニュアル作成作業部会の設置 

BOIを中心とする関係主体は、マニュアル作成のための「作業部会」を設置す

る。部会メンバーには、これまで類似の報告書を作成した経験を有する機関

（DENR、DOST、DBP等）の参加を求めるほか、民間企業等からもモデル事業
の経験企業やPBE等の経験豊富な機関からの参加を求めることとする。 

第2段階 マニュアル作成対象セクターの選定 

作業部会は、これまでの情報の収集状況や類似マニュアルの作成状況等を踏ま

え、作成の対象とするセクターを選定する。 

第3段階 関連既存情報の収集 

産業環境マネジメントに関連して、これまでフィリピン国において実施された

様々な調査及び支援事業の成果等から関連情報を収集するとともに、UNEPや

UNIDO等のクリーナー・プロダクション・サイトの検索等を通じ、利用可能な関
連情報の収集を実施する。 

収集された情報については、ITDI/DOSTやその他専門知識を有する環境サービ

ス・プロバイダーの支援を受けて、そのフィリピン国における技術的な有効性の
評価を行い、マニュアルへの反映の可否を検討する。 

第4段階 モデル事業による経験の反映 

当調査において行われた「廃棄物最小化モデル事業」及びこれまで行われてき

たフィリピン国の企業による「産業環境マネジメント」の経験と成果をレビュー
し、マニュアルへの反映に向けた編集を行う。 

第5段階 マニュアル作成ワークショップの開催 

専門家によるマニュアル作成のためのワークショップを開催し、執筆分担・編

集責任等の役割分担を決定する。 

これに基づき、選定されたセクターにおけるマニュアルの作成をはじめ、途中

何度かのワークショップを通じた内容の確認・意見交換を通じて、マニュアルを
完成させる。 

第6段階 マニュアルの出版及び普及活動の実施 

完成したマニュアルは、対象とするセクターの企業への配布を念頭に印刷・製

本するとともに、業界に属する企業を集めたワークショップを開催し、その活用
を図る。 

 

（3） 関係主体の役割 

「IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム」における関係主体の役

割は、以下に示すとおりである。 

表 4.2.16 「IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム」 

関係主体の役割 

関係主体 役割 

BOI/DTI ・ プログラムの統括管理主体 

・ 「マニュアル作成作業部会」の議長及び事務局機能を担う。 

ITDI/DOST ・ マニュアル作成への情報提供／アドバイス／監修 

EMB/DENR ・ マニュアル作成への情報提供／アドバイス／監修 

GFIs (DBP、LBP) ・ マニュアル作成への情報提供／アドバイス／監修 

業界団体 ・ 業種別マニュアルの編集責任主体 

個別企業 ・ 業種別マニュアルの作成主体 

ESPs ・ マニュアル作成への情報提供／アドバイス／監修 

援助機関 ・ マニュアル作成への情報提供／アドバイス／監修 
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上記の表に見るように、マニュアルの作成主体となるのは、企業サイドであり、政

府機関は、これまで蓄積してきた情報の提供及びアドバイスを行うことを基本的な役

割として位置付けている。 

（4） プログラムの実施スケジュール 

表 4.2.17 「産業環境マネジメント･ベスト･プラクティス･ガイドブック」 

作成プログラム 
第1年次 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

プログラム実施計画 

1) 
ガイドブック作成作業

部会の設置 

 

           

2) 
ガイドブック作成対象

セクターの選定 

 

           

3) 
関連既存情報の収

集  

 

          

4) 
モデル事業による経

験の反映（1回目）       

 

     

5) 
モデル事業による経

験の反映（2回目）           

 

 

6) 
ガイドブックの出版及

び普及活動の実施            

 

 

（5） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

「IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム」の実施に要する費用は、

次のように概算されている。 

表 4.2.18 「IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム」実施費用概算 

単位: USドル 

活動／費目 数量 単価 費用 

IEMベスト・プラクティス・マニュアル作成プログラム 50,000

(1) 人件費 2人月／セクター 1,500 30,000

(2) ワークショップ 10回 1,000 10,000

(3) マニュアル印刷・製本 1,000冊 10 10,000

 

マニュアル作成に要する費用については、これらのマニュアルを実際に使用するこ

とが期待される企業あるいは業界団体の負担によって実施されることが原則と推定

される。1セクターのマニュアル作成に要する費用が約5,000ドルと概算されているこ

とから、各業界団体においてメンバーからの資金拠出を通じて費用を賄う形式をとる

ことが望ましいと推定される。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

当プログラムによって作成される「業種別IEMベスト・プラクティス・マニュアル」

は、個別企業がIEMを実施する際に参照される基本文献として活用されることが期待

される。この普及を通じて、IEMに係る基礎的な情報及び知識が個別企業間に定着す

1ヶ月 

1ヶ月 

6ヶ月 

2ヶ月 

1ヶ月 

1ヶ月 
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ることにより、IEMに係るフィリピン企業の意識レベルが向上し、それが企業活動に

もたらすメリットについても認識が深まることにより、具体的なIEMの取組みの促進

にもつながることが期待される。 

また、このマニュアルは、「IEMに係る統合的情報システム整備・運用プログラム」

において整備される「IEM情報ウェブサイト」の重要なコンテンツとしてアップロー

ドされることにより、定期的な情報更新が可能となり、新たな情報を加えたより有効

なマニュアルとしての活用が図られることも期待される。 

 

4.3 法規制・政策によるIEM支援行動計画 

4.3.1 目的 

「法規制・政策によるIEM支援行動計画」は以下のことを目的とする。 

 

以下に、個別プログラムの内容を示す。 

 

4.3.2 「フィリピン環境パートナーシップ・プログラム（PEPP）」推進プ

ログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

2003年6月に環境天然資源省（DENR）が発表した「フィリピン環境パートナーシ

ップ・プログラム（PEPP）に関する施行令」は、従来の規制（Command and Control）

中心の環境行政から、個別企業による自主的な環境保全活動の推進を奨励する方向へ

の、従来のDENRによる環境行政の転換を示すものと位置付けられる。 

PEPPの目的は次のような点に要約されている。 

• 事業者による自主的な環境パフォーマンスの改善・向上活動による法規

制の遵守及びそれに係るモニタリングの推進 

• 中小企業における公害防止やクリーナー・プロダクションの導入推進の

ための事業者に対する包括的な「支援パッケージ」の提供 

法規制・政策の改善を通じて、資金・経済的インセンティブや環境管理システム、

企業による自主的な環境保全活動が進むための制度的枠組みを整備する。これを実

現するために以下のプログラムを実施する。これらのプログラムは、「3.4.2 法制度

や政策面でのサポート」で掲げた「規制緩和・自主規制」、「新たな政策強化・制

度化の推進」及び「IEM推進に係る政策調整」という課題に対応するために策定し

たものである。 

• 「フィリピン環境パートナーシップ・プログラム（PEPP）」推進プログ

ラム 

• BOI「グリーン調達政策」普及プログラム 

• 「フィリピン国リサイクル基本政策」の策定プログラム 

• 既存法規制の包括的レビュー・プログラム 
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• 事業者及び事業者団体の自主的な環境保全活動能力の構築の推進及びそ

のためのDENRを中心とする政府機関の支援体制の確立 

 

PEPPに参画する企業は、このプログラムのもとで様々なインセンティブ及び技術

的支援の提供が政府によって行われることが計画されている。このようなインセンテ

ィブ及び支援の対象となる企業は、PEPPのもとで以下のような要求事項を満たすこ

とが求められる。 

• フィリピン環境マネジメントシステム（PEMAS）の実施：PEMASは、従

来のEMSをフィリピン国の国内産業の状況を踏まえて修正・簡素化し、

その採用がフィリピン国企業によってより対応しやすいものとして再構

成することが計画されているフィリピン版EMASである。 

• 事業者による環境パフォーマンス報告書の提出 

• フィリピン環境ビジネス・アジェンダへの参画 

 

PEPPはDENRとBOIが協力して行った政策立案であり、既にDOST、DBP、LBP等が

プログラムへの協力を表明している。さらにPEPPでは、従来の規制に代わる新たな

手法として、日本における「公害防止協定」の中小企業に対する活用等も含まれてお

り、法規制の運用における新たな試みが進められている。 

このプログラムでは、このような現在の流れを尊重し、PEPPの具体化に向けた推

進活動を行うことを目的とする。 

（2） プログラム実施計画 

「PEPP推進プログラム」は、次のような段階を踏んで実施するものとする。 

1） PEPP支援体制の構築（想定実施期間：6ヶ月） 

PEPPを推進していく上での政府機関内での支援体制の確立を、次のような方向で

進める。 

表 4.3.1  PEPP推進のための政府機関内支援体制確立プロセス 

第1段階 支援体制確立のための省庁間連絡会議及び作業部会の設置 

第2段階 PEPPの具体化に向けた協議 

作業部会及び連絡会議において、PEPPに係る各政府機関の役割、プログラムの実

施スケジュール、対象とする業種・企業の選定、活用可能なインセンティブ等の政

策手段の検討等を進める。この際、IEMAPにおけるモデル事業等の他の計画との連
携も検討する。 

第3段階 PEPPの実施に向けた具体的なガイドラインあるいは行動計画等の策定・公表 

 

2） PEPPの対象とする業種・企業との協議 

PEPPへの参画を求める業種の業界団体あるいは企業との間でラウンドテーブル等

の協議の場を設け、PEPPへの参画方法について検討を行う。. 

3） PEPP普及のための情報・広報資料の作成・配布 

PEPPの産業界及び一般市民への普及を図るために、以下のような情報・広報資料

の作成を進める。 
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• PEPP参画マニュアル、ブローシャー、ポスター等の作成・配布  

• マス・メディアを通じたPEPPの広報活動の実施 

4） 「デモンストレーション事業」へのPEPPに基づく支援方法の検討 

PEPPによる中小企業に対する支援の有効性を具体的に検討するために、前述した

「自主的IEMの推進に係る行動計画」の中の「IEMデモンストレーション事業」を実

施する企業に対して、PEPPに基づく支援の適用可能性を検討する。適用可能性の検

討対象となる事項は、主に次のものである。 

• PEPPに基づく資金支援（DBPやLBP）の適用可能性 

• デモンストレーション事業の対象企業によるPEMAS及び環境パフォーマ

ンス報告書の作成とその内容評価 

• PEPPに基づく法規制緩和（デモンストレーション事業による廃棄物最小

化及び物質フロー管理の取組みが、既存法規制の遵守を満たすに足りる

環境保全・公害防止面での効果をもたらすかどうかをモニターする。 

 

（3） 関係主体の役割 

「PEPP推進プログラム」の実施における関係主体の役割は、次のとおりである。 

表 4.3.2 「PEPP推進プログラム」実施関係主体と役割 

関係主体 役 割 

BOI/DTI ・ プログラムの統括管理主体 

・ 「省庁間連絡会議」及び「作業部会」の議長及び事務局機能を担う。

EMB/DENR ・ PEPPの実施主体 

・ ガイドライン及びPEPP実施計画の策定主体 

ITDI/DOST ・ PEPPの実施に向けたIEM技術面からのサポート 

・ ガイドライン作成に際しての技術面からのアドバイス 

GFIs (DBP、LBP) ・ PEPPの枠組みの中での企業IEMに対する資金支援 

業界団体 ・ PEPPに基づく支援や法規制緩和に対する企業サイドからの提案 

・ PEPPのモデル的導入に対する支援（対象企業選定） 

デモ企業 ・ PEPPに基づく事業の実施（PEMAS構築、環境パフォーマンス・レ
ポートの作成等） 
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（4） プログラム実施スケジュール 

表 4.3.3 「PEPP推進プログラム」実施スケジュール 

 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

(1) PEPP支援体制の構築 
            

(2) PEPPの対象とする業

種・企業との協議 

            

(3) PEPP普及のための情

報・広報資料の作成・

配布 

            

(4) モデル企業による

PEPP参画方式の試験

的検討 

            

 

（5） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

「PEPP推進プログラム」の実施に要する費用は、次のように概算される。 

表 4.3.4 「PEPP推進プログラム」費用概算 

単位：US ドル 

活動／費目 費用 

1. PEPP連携・支援活動プログラム 6,700

(1) ラウンドテーブル開催 2,700

(2) 情報資料作成・広報活動 4,000

 

「PEPP推進プログラム」は、DENRが策定したPEPPの具体的な実施に向けたプロ

グラムであり、これに必要な費用はフィリピン国政府が行政コストとして負担するこ

とが基本原則と考えられる。プログラムの実施に必要とされる費用も省庁間連絡会議

や作業部会等に係る会議費及び資料作成・広報等に限られることから、関係政府機関

による資金拠出分担によってカバー出来る範囲にあると推定される。 

一方、「デモ事業」実施企業を活用したPEPPの試験的適用プログラムについては、

企業サイドによる自主的な参加・パートナーシップによる実施が前提となる。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

PEPPは、従来の「規制中心型環境行政」から「政府－企業のパートナーシップに

よる自主的取組推進型行政」への転換を図る上での大きなメルクマールとなるプログ

ラムである。また、PEPPは、IEMに関連する政府機関による企業に対する「総合的な

支援（法規制緩和、技術・資金支援）」の提供を目指すプログラムであり、本アクシ

ョン・プランの趣旨とも適合する内容となっている。その点では、当アクション・プ

ランにおいて計画されている他のプログラムとの連携を図ることにより、フィリピン

国におけるIEMレベルの向上により有効な機能を果たすことが期待される。 

 



フィリピン国産業環境マネジメント調査(EMPOWER) 国際協力事業団 

４．産業環境マネジメント・アクション・プラン (IEMAP)  エックス都市研究所 

 4-29

4.3.3 BOI「グリーン調達政策」普及プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

BOIは当調査におけるパイロット・プロジェクトの一環として、2003年3月に「BOI

グリーン調達政策」を策定した。その主な目的は、次のような点にある。 

• BOIの活動における環境に優しい製品・サービスの優先的調達 

• 調達における適切な環境配慮の在り方の具体的な調達活動を通じた検討 

• グリーン調達及びそれに対応する環境配慮型製品・サービスの開発・利

用推進のためのインセンティブ（表彰システム等）導入の検討 

• グリーン調達政策のDTI内の他の機関への普及拡大 

 

BOIは既に調達に係るガイドラインを策定し、当面のグリーン調達対象製品として

上質紙（印刷・コピー用紙）、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペン等を

具体的に掲げている。 

BOI「グリーン調達政策」普及プログラムは、このようなBOIの試みをDTIのみなら

ず他の政府機関へも普及・拡大することを目的として以下に示すような活動を実施す

る。 

（2） プログラム実施計画 

BOI「グリーン調達政策」普及プログラムは、次のような具体的活動から構成され

るものとする。 

1） グリーン調達政策の他省庁への普及活動 

BOIが中心となり、広報資料の作成及びメディアを通じた宣伝及び他省庁とのラウ

ンドテーブル等の協議による、グリーン調達政策の普及推進活動を実施する。 

2） グリーン調達政策の実施に向けた他省庁への技術支援 

調達担当者に対するトレーニング、具体的な調達ガイドラインの策定等を通じて、

他の政府機関によるグリーン調達の技術支援を行う。 

3） グリーン調達対象製品の拡大・充実化 

フィリピン国におけるエコラベリングの推進を行っている「グリーン・チョイス・

フィリピン」との協力による新たなグリーン調達対象製品の認定を推進し、グリーン

調達市場の拡大を図る。 

（3） 関係主体の役割 

BOI「グリーン調達政策」普及プログラム実施の中心となるのは、その策定主体で

あるBOIである。従って、BOIが主体となって上記のプログラム活動を実施するもの

とする。一方、グリーン調達対象製品の拡大・充実化といった側面については、「グ

リーン・チョイス・フィリピン」及び当調査のパイロット・プロジェクトを通じて、

対象製品の認定事業を実施した「クリーン・アンド・グリーン・ファンデーション

（Clean and Green Foundation）との協力に基づいて活動が行われることとする。 
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（4） プログラム実施スケジュール 

表 4.3.5  BOI「グリーン調達政策」普及プログラム 

 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

A. BOI「グリーン調達政策」の普及支援活動 

(1) BOIのグリーン調達

政策における問題点

と制約の確認 

            

(2) 他の政府機関に対す

る普及活動の実施 

            

(3) 他の政府機関による

グリーン調達の技術

支援 

            

(4) グリーン調達対象製

品の拡大・充実化 

            

 

（5） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

BOI「グリーン調達政策」普及プログラムに要する費用は、次のように概算される。 

表 4.3.6 BOI「グリーン調達政策」普及プログラム実施費用 

単位：US ドル 

活動／費目 費用 

グリーン調達政策普及プログラム 25,000

 a. ラウンドテーブル開催 3,000

 b. トレーニング・セミナー／ワークショップ 3,000

 c. グリーン・チョイス・フィリピン支援 24,000

 

「グリーン調達政策」普及のためのラウンドテーブルや各政府機関を対象としたセ

ミナー／ワークショップ等の開催に要する費用は、BOIの「グリーン調達政策」普及

推進事業としての予算化が図られるべき活動である。 

一方、「グリーン・チョイス・フィリピン」との連携による「グリーン調達対象製

品の拡大・充実化」に要する費用（新たなエコラベリング製品の認定及び認定クライ

テリアの策定については、BOIを含む関係政府機関による資金支援に加え、対象製品

を生産する企業・業界団体、及びこれまでフィリピン国におけるエコラベリングの支

援を実施してきた援助機関による支援を検討することが必要である。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

「グリーン調達政策」の普及は、工場内の生産活動による環境負荷のみならず、製

品の設計から生産・消費・廃棄に至るまでのライフサイクル全般に及ぶ環境配慮意識

を企業に普及・浸透させる上で極めて重要な政策である。この政策が政府レベルで普

及することにより、企業サイドでの一段レベルの高いIEM意識の形成が推進されるこ

とが期待される。 
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4.3.4 「フィリピン国リサイクル基本政策」の策定プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

「廃棄物管理法（フィリピン国共和国法9003）」は、BOIによる「国家リサイクル

政策」の策定を義務付けているが、未だ次のような問題から、その策定に至っていな

い。 

• リサイクルを推進するための適切な政策措置の不備 

• リサイクル産業の育成に必要な「市場開発のための条件整備」、「リサ

イクル可能資源やリサイクル製品に係る基準」等の未整備 

• リサイクル製品を始めとする環境配慮型製品の優先的調達や消費活動に

おける環境配慮に係る政策措置の未整備 

これらの問題を解決し、フィリピン国におけるリサイクル発展の端緒を形成するた

めに、当アクション・プランは、「国家リサイクル政策」の策定を一つの優先プログ

ラムとしてここに掲げるものとする。 

（2） プログラム実施計画 

「フィリピン国リサイクル基本政策」は、次のような策定プロセスを経て、1年間

で策定されるものとする。 

1） 国家リサイクル資源インベントリーの作成 

フィリピン国におけるリサイクル・ビジネスの市場ポテンシャルを把握するため

に、以下のような調査の実施を通じて「国家リサイクル資源インベントリー」を作成

する。 

表 4.3.7 「国家リサイクル資源インベントリー」作成プロセス 

第1段階 リサイクル資源に関する既存インベントリー情報の収集 

第2段階 フィリピン国リサイクル産業の現状調査 

第3段階 一般・産業廃棄物の組成調査（リサイクル可能物調査） 

第4段階 フィリピン国におけるリサイクル・マーケットの推計 

第5段階 リサイクル対象とする資源のインベントリー作成 

第6段階 リサイクル率向上に向けた課題分析 

 

2） リサイクル産業振興政策の策定 

以下に示す調査及び調査結果の分析に基づき、リサイクル産業振興政策を策定す

る。 

• リサイクル産業調査（前掲） 

• リサイクル資源市場調査（前掲） 

• 先進／近隣諸国におけるリサイクル政策／産業調査 
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3） リサイクル推進のための法規制及びインセンティブの枠組みの検討 

リサイクルを推進するための法規制の枠組みを検討するために、先進／近隣諸国の

リサイクル法制度を次のような視点からレビューする。 

• リサイクル関連法規制の動向 

• 拡大生産者責任（EPR）の具体的な適用方法 

• リサイクル目標の設定方法 

• リサイクルに関連する関係主体とその役割 

 

4） フィリピン国リサイクル基本政策の策定 

上記の調査分析結果を踏まえて、以下のような内容から構成される「フィリピン国

リサイクル基本政策」を策定する。 

• リサイクル可能資源の収集・再資源化目標の設定 

• 資源リサイクル施設整備計画 

• リサイクル振興活動に係る計画 

• リサイクル製品の品質基準及び環境配慮製品基準の設定 

• リサイクル振興に係る法規制の枠組み 

• リサイクル振興に係る経済的手法の枠組み 

• リサイクル技術の研究開発に係る計画 

• その他必要事項 

 

5） リサイクル推進アクション・プランの作成 

上記の基本政策に基づき、2～3年を計画期間とする具体的なアクション・プランを

策定し、短期的な目標及びそれに向けた各関係主体の具体的な行動を明らかにする。 

 

（3） 関係主体の役割 

「フィリピン国リサイクル基本政策」策定プログラムも、先述した「廃棄物管理法」

に基づく限り、BOIによる実施が義務付けられているものである。したがって、この

プログラムの実施主体はBOIである。ただし、リサイクル政策が広い意味での「廃棄

物全般」を対象とするものという点では、EMB/DENRもその適正管理という点では

非常に関係の深い政府機関である。したがって、このリサイクル政策の策定に際して

は、BOI/DTIとEMB/DENRがプログラム実施の中心的機関となるべきと認識される。

一方、具体的な調査の実施等については、廃棄物やリサイクル分野に明るい環境コン

サルタント等のESPsの活用が必要となる。 
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（4） プログラム実施スケジュール 

表 4.3.8 「フィリピン国リサイクル基本政策」策定プログラム実施日程 

 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

(1) リサイクル可能な

資源に関するイン

ベントリーの作成 

            

(2) リサイクル産業推

進の為の政策策定  

            

(3) リサイクル推進の

ための法規制の枠

組み強化 

            

(4) 国家リサイクル政

策・プログラムの策

定 

            

(5) 国家行動計画の策

定 

            

 

 

（5） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

プログラムの実施に必要とされる費用は、次のように概算される。 

表 4.3.9 「フィリピン国リサイクル基本政策」策定プログラム実施費用 

単位：US ドル 

活動／費目 費用 

国家リサイクル政策の策定 39,000

 a. リサイクル・インベントリーの構築 8,000

 b. リサイクル産業調査 4,000

 c. 法制度枠組みの検討 6,000

 d. 国家リサイクル政策の策定 18,000

 e. リサイクル行動計画の策定 3,000

 

リサイクル政策の策定は、法律上はBOIによって行われることとなっているが、そ

れに必要な各種調査等に要する費用を考えると、この資金負担をBOIのみで賄うこと

は困難と推定される。これについては、他の政府機関による協力及び援助機関からの

資金支援の可能性を追及することが必要である。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

リサイクル政策策定の重要性は、まず第一に国内におけるリサイクル産業市場の可

能性を具体的な調査に基づいて明らかにすることによって、企業の新たな産業への参

入を検討するための基礎情報を提供することにある。さらに、政策で示される法規制

やインセンティブの基本的枠組みに関する政府としての言明は、廃棄物に関わる全て
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の企業（排出者、リサイクル業者、収集・運搬、処理・処分業者）の企業行動をリサ

イクルに向かわせる重要な契機となりえる。この点で国レベルでのリサイクル政策の

策定は重要である。 

 

4.3.5 既存法規制の包括的レビュー・プログラム 

（1） プログラムの背景と目的 

産業環境マネジメントを進めていく上で、既存の法規制制度の面で修正すべき事項

は、少なからず存在する。その中には以下に示すようなものが含まれる。 

• 法規制執行能力の不足と事業者間の不公平感（業種間及び大企業と中小

企業との間での相対的な負担の相違） 

• 特に中小企業による法規制遵守の技術的・資金的な困難性 

 

このような現状の問題点を踏まえ、アクション・プランでは、既存の法規制を規制

主体である政府・行政サイドからの視点のみならず、事業者の視点からも包括的にレ

ビューするプログラムを提案する。 

（2） プログラム実施計画 

当プログラムは、次のような活動から構成されるものとする。 

1） 既存法規制の執行状況のレビュー 

既往調査において実施されてきたIEMに関連する各種法規制とその執行状況に関

する調査及びそれらの調査において指摘された課題を再度レビューし、現在の法規制

の執行上の課題を明らかにする。 

2） 事業者に対する法規制の遵守・対応に関する意見聴取の実施 

法規制を遵守する立場にある企業に対する「IEM関連法規制の遵守状況」に係る調

査を実施するとともに、企業経営者との間での議論の場を設置し、既存の法規制を遵

守する上での障害等に関する意見聴取を実施する。 

3） 専門家による現行法規制の課題及び修正方向に関する検討・提案のためのワ

ークショップの開催 

上記の調査結果を踏まえ、現行の法規制が有する課題及び修正の方向性に関する検

討・提案を行うための専門家によるワークショップを実施する。 

4） 専門家による修正提案の関係政府機関の代表者による検討 

ワークショップにおける専門家からの提案を受けて、現行法規制が有する課題への

対処方法及び修正の可能性・方向について、関係政府機関の代表者によるラウンドテ

ーブルを開催する。 

5） 修正案の策定及び法案化に向けたプロセスの実施 

上記のラウンドテーブルにおいて、具体的な対処方法及び法規制の修正・緩和措置

について関係政府機関内で合意が得られた場合には、それを実施するための具体的な

修正案あるいは省令・通達の作成等を進める。 
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（3） 関係主体の役割 

このプログラムの実施に際しての、関係主体の役割は次のとおりである。 

表 4.3.10 「既存法規制の包括的レビュー・プログラム」関係主体役割表 

関係主体 役割 

BOI/DTI ・ プログラムの統括管理 

EMB/DENR ・ 環境法規制の執行状況に関わる情報提供 

・ 環境法規制の執行に係る現状と課題認識の提供 

ITDI/DOST ・ IEMに関連する技術のフィリピン国における導入可能性の面
からみた、現行法規制のアフォーダビリティ評価 

金融機関 ・ 法規制と資金支援の連携方法に関する検討 

業界団体、NGO ・ 法規制や政策への対応における事業者サイドの課題や支援の
必要性等のインプット 

地方政府 ・ 地域レベルでの法規制／政策の推進主体としての執行面での
課題の提出 

 

（4） プログラム実施スケジュール 

表 4.3.11 「既存法規制の包括的レビュー・プログラム」実施スケジュール 

第1年次 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

(1)  既存法規制の執行状

況のレビュー 

            

(2)  事業者に対する法規

制の遵守・対応に関す

る意見聴取の実施 

            

(3)  専門家による現行法

規制の課題及び修正

方向に関する検討・提

案のためのワークシ

ョップの開催 

            

(4)  専門家による修正提

案の関係政府機関の

代表者による検討 

            

(5)  修正案の策定及び法

案化に向けたプロセ

スの実施 

            

 

（5） プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

既存法規制の包括的レビュー・プログラムの実施に係る概算費用は、次のとおりで

ある。 
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表 4.3.12 「既存法規制の包括的レビュー・プログラム」実施費用 

単位：US ドル 

活動／費目 費用 

既存法規制のレビュー・修正プログラム 18,900

(1) 既存法規制執行状況のレビュー 12,000

(2) 事業者ヒアリング 3,000

(3) 専門家による修正案作成ワークショップ 3,000

 (4) 関係主体との合意形成のためのラウンドテーブル等 900

 

このプログラムは、フィリピン国における法規制のより有効かつ効率的な運用を図

るための活動であることから、政府による資金負担が基本原則であると考えられる。

ただし、この分野については、世界銀行やアジア開発銀行が従来より支援をしてきて

いるところでもあることから、これらの機関からの支援の可能性を検討することも必

要と考えられる。 

2） プログラム実施によって期待される効果 

当プログラムは、具体的な修正案あるいは省令・通達の発効を持ってその効果が初

めて現れてくるものであり、その道のりについても不確定な要素が大きい。ただし、

このような検討は、法規制や政策をその本来の目的により良く適合させる上では、欠

かせない業務であり、その点では各政府機関の通常業務として実施されるべきもので

ある。 

 

4.4 経済的手法によるIEM支援に係る行動計画 

4.4.1 目的 

｢経済的手法によるIEM支援に係る行動計画｣は、以下のことを目的とする。 

 

4.4.2 アクション・プランにおける主要課題 

• 法規制による産業環境マネジメント推進の限界を踏まえた経済的手法の

導入とその効果に関する検討 

資金・経済的インセンティブのパッケージの提供を通じて、多様な産業業種におけ

る事業者による産業環境マネジメントの実施を推進する。そのために以下の戦略を

実施する。 

• 産業環境マネジメントを推進するための既存のインセンティブと利用者側の

利用意識の格差に関する分析 

• 既存のインセンティブの修正案及び新たなインセンティブの制度設計と導入

可能性の検討 

• 事業者の意見を踏まえた制度の修正 

• インセンティブに対する潜在需要の想定 
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• 環境税や課徴金等のネガティブなインセンティブに対する事業者の反応

及びそれに対する対応策の検討 

• 産業環境マネジメントに係る既存の金融支援制度に対する利用者側の課

題を踏まえた適正化・調整 

• 産業環境マネジメント推進のためのインセンティブの導入に際しての利

用者側との対話の推進 

 

4.4.3 行動プログラム 

上述の課題を解決し、目的を達成するために、以下のような行動の実施を提案する。 

（1） 既存インセンティブのレビュー 

現在、フィリピン国において導入されている、産業環境マネジメントに係る資金・

経済面でのインセンティブのレビューを実施する。レビューは、次のような内容から

構成されるものとする。 

• 産業環境マネジメントの推進に関連する既存インセンティブのレビュ

ー・評価（LLDAのBOD課徴金、税制面での各種優遇措置等） 

• 産業環境マネジメント投資に対する金融支援の現状レビュー（特にDBP

やLBPによる支援の状況） 

• インセンティブの対象となる事業者に対するヒアリング調査 

 

（2） 資金・経済面でのインセンティブの制度設計及び導入可能性調査 

フィリピン国内でこれまで実施されてきているインセンティブに関する様々な調

査、及び海外諸国で導入されているその他のインセンティブ等を踏まえ、フィリピン

国でのインセンティブの制度設計の在り方を検討するとともに、その導入可能性調査

を実施する。対象とするインセンティブとしては、次のようなものが想定される。 

• 製品課徴金制度（その使用や消費によって環境に影響を及ぼす可能性の

ある有害物質等を含む製品に対する課徴金） 

• 環境負荷課徴金（大気、水等） 

• 環境規制違反に対する罰金制度の強化 

• デポジット・リファンド・システム（PET、スチール／アルミ缶、ガラス

瓶、バッテリー等） 

• 産業環境マネジメントに係る機器の海外調達に対する免税措置 

• 産業廃棄物処理料金等の徴収におけるクロス・サブシディの導入 

• 産業環境マネジメント投資に係る金融支援システムの改善（利子率、担

保条件、保証、融資事業の評価方法等）のための銀行向けトレーニング 

• 産業環境マネジメント優良企業に対する追加的信用評価（credit rating）付

与 

• 逓増型のエネルギー（電力等）及び上下水道料金設定によるエネルギー・

水の有効利用の促進 

• 生産性向上やEMS導入のためのコンサルティング・サービスに対する中

小企業向けマッチンググラント 

 

これらのインセンティブについて、それらをフィリピン国で実施する場合の制度設

計及び導入可能性調査を、包括的に実施し、導入可能性が高いと評価されたインセン
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ティブについては、導入案（既存システムの修正案あるいは新規インセンティブ導入

のための法案等）を作成する。 

（3） インセンティブ導入・修正案の正式な導入に向けたプロモーション及びロビー

活動 

作成されたインセンティブ導入・修正案の実現化に向けて、以下のようなプロモー

ション及びロビー活動を実施する。 

• 政策立案者向けの資料作成・配布 

• 関係政府機関との協議 (DENR, NEDA, DOF, BOI, BPS and GFIs)及びその

他関係機関（業界団体、NGO等）への意見聴取 

• 議員等への説明及び働きかけ 

 

上記のプロセスにより、正式に既存インセンティブの修正あるいは新たなインセン

ティブの導入が決定した場合には、上記の活動に引き続き、以下のようなフォローア

ップ活動を実施することが必要である。 

• インセンティブ・システムの管理・運営機関向けマニュアルの作成 

• インセンティブの利用者に対する利用マニュアルの作成 

• インセンティブ・システムの管理・運営機関の担当者に対するトレーニ

ング 

 

4.4.4 関係主体の役割 

表 4.4.1 ｢経済的手法によるIEM支援に係る行動計画｣プログラム関係主体の役割表 

関係主体 役 割 

BOI/DTI ・ 事業者（特に中小企業）のニーズにあったインセンティブ形成の
ための関係機関との調整 

DENR ・ インセンティブの的確な適用・要求条件設定を保証するための、
事業者が義務として遵守すべき最低限の環境配慮条件の設定 

DOST ・ インセンティブの対象とする技術や活動を決定する上で重要な技
術的なインプット 

金融機関 

 (DOF, DBP, LBP)  

・ 事業者のニーズにあった資金支援システム構築のための金融機関
内での調整 

業界団体 ・ インセンティブの利用者あるいは適用対象者となる事業者として
の意見及び既存のインセンティブの問題点に関するインプット 
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4.4.5 プログラム実施スケジュール 

表 4.4.2 ｢経済的手法によるIEM支援に係る行動計画｣プログラム実施スケジュール 

 

アウトプット／行動 1ヶ

月目 

2ヶ

月目 

3ヶ

月目

4ヶ

月目

5ヶ

月目

6ヶ

月目

7ヶ

月目

8ヶ

月目

9ヶ

月目 

10ヶ

月目 

11ヶ

月目

12ヶ

月目

(1) 既存インセンティブ

のレビュー 

            

(2) 資金・経済面でのイン

センティブの制度設

計及び導入可能性調

査 

            

(3) インセンティブ導

入・修正案の正式な導

入に向けたプロモー

ション及びロビー活

動 

         

 

   

 

 

4.4.6 プログラム実施のための資金調達と期待される効果 

（1） プログラム実施のための資金調達の考え方 

｢経済的手法によるIEM支援に係る行動計画｣の実施に係る概算費用は、次のとおり

である。 

表 4.4.3 ｢経済的手法によるIEM支援に係る行動計画｣プログラム実施費用 

単位：USドル 

活動／費目 費用 

1. 既存インセンティブのレビュー 6,000

2. 資金・経済面でのインセンティブの制度設計及び導入可能性調査 18,000

3. インセンティブ導入・修正案の正式な導入に向けたプロモーション及
びロビー活動 

10,000

(1) PR活動 5,000

(2) 関係機関とのラウンドテーブル 5,000

4. インセンティブ導入決定後のキャパシティ・ビルディング等 20,000

Total 54,000

 

経済的手法の検討は、IEMに関連する政策立案・実施を行う政府機関の本来の業務

であり、その点からは、上記の検討に要する費用は政府により予算化されることが基

本原則である。ただし、この分野の検討についても、USAIDや世界銀行、アジア開発

銀行等が従来より支援を行ってきていることから、このような援助機関からの技術・

資金支援の可能性を検討することも必要である。 
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